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水 産 政 策 審 議 会 第 １ ２ ８ 回 資 源 管 理 分 科 会  

議 事 次 第  

 

日 時：令和５年12月12日（火）14:00～16:58 

場 所：農林水産省７階 講堂 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 【諮問事項】 

   諮問第430号 資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の一部変更

（本則の変更及びめばち（インド洋協定海域）の別紙２の追加）に

ついて 

   諮問第431号 特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））

に関する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案

等について 

   諮問第432号 特定水産資源（めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋

条約海域）、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ））、あ

かうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、いわしくじら、か

らすがれい（北西大西洋条約海域）、きはだ（インド洋協定海域）、

にたりくじら、みんくくじら及びめばち（インド洋協定海域）に関

する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等に

ついて 

   諮問第433号 特定水産資源（めかじき（北大西洋海域））の令和５管理年度にお

ける漁獲可能量等の変更について 

   諮問第434号 特定水産資源（まあじ）の令和６管理年度における都道府県別漁獲

可能量の変更について 

   諮問第435号 漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案につ

いて 
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 【報告事項】 

  ・太平洋クロマグロの資源管理について 

  ・国の留保からの配分等について 

  ・「水産資源の保存及び管理に関する事務等の取扱い」及び「漁獲可能量の当初配分

及び配分量の融通に関する実施要領」の一部改正について 

 

 【その他】 

 

３ 閉 会 
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○管理調整課長 皆さん、お待たせいたしました。予定の時刻となりましたので、ただい

まから第128回資源管理分科会を開会したいと思います。 

 私は本日の事務局を務めます管理調整課長の水川です。よろしくお願いいたします。 

 初めに、いつもの御案内ですけれども、本日の会場、皆様の前にマイクがありませんの

で、御発言をなさるときは、マイクを事務局の方からお持ちいたしますので、挙手いただ

いて、それから御発言をお願いいたします。 

 また、ウェブ会議で御参加の方におかれましては、Ｗｅｂｅｘのマイク機能、これをオ

ンにして発言をしてください。発言をしない場合、そのときはミュートの状態にしていた

だけるよう、よろしくお願いいたします。また、音声が途切れることがあるかもしれませ

んので、その場合は画面の左側にあるチャット機能などで、事務局にお知らせいただけれ

ばと思います。 

 それでは、委員の出席状況について御報告をいたします。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、分科会の定足数は

過半数とされております。本日、資源管理分科会委員は、ウェブ出席の方を含めまして、

10名中10名の方に御出席を頂いておりますので、定足数を満たしております。したがいま

して、本日の分科会は成立ということになります。また、特別委員は、ウェブ会議の方を

含めまして、13名中９名の方に御出席を頂いております。 

 それでは、次に配布資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の封筒の中の資料、非常に大部な資料が入っておるかと思いますが、まず議事次

第が１枚目にあろうかと思います。そして、その次に資料一覧という紙が、表裏で１枚あ

ろうかと思います。それを御覧いただきますと、資料１から、枝番も含めまして、資料10

－３まであります。非常に大部にわたっておるので、今確認できる範囲で御確認を頂いて

もよろしいですし、途中でもし足りないというふうなことがあれば、随時事務局の方にお

申出を頂ければと思います。 

 今ざっと見ていただいて、明らかにこれ、足りないよというのがもしあれば、お知らせ

いただければと思いますが。 

 大丈夫ですかね。途中でお気付きのときは、御遠慮なく事務局の方に申し出ていただけ

ればと思います。 

 それから、報道関係の方、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、報道関係

の方がおられましたら、カメラ撮りはここまででよろしくお願いいたします。 
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（報道関係者 退出） 

○管理調整課長 それでは、以降の議事の進行を、山川分科会長にお願いをいたします。 

○山川分科会長 分科会長の山川です。 

 本日は皆様、御多用のところお集まりくださいまして、ありがとうございます。 

 では、審議に入らせていただきますけれども、本日は諮問事項が６件、報告事項が３件

でございます。非常に議事が多くございますけれども、議事進行への御協力をよろしくお

願いいたします。 

 なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会議事規則第10条第

１項の規定に基づきまして、当資源管理分科会の議決をもって審議会の議決となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより諮問事項に移ります。 

 まず、諮問第430号ですけれども、これは諮問第435号とも関連するとのことですので、

まとめて説明していただきます。 

 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長です。 

 初に諮問文を読み上げます。まず、資料２－１を御覧ください。 

 

５ 水 管 第 2402号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 

 

 

農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の一部変更（本則の変更及

びめばち（インド洋協定海域）の別紙２の追加）について（諮問第430号） 
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 漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第５項の規定に基づき、資源管理基本方針を別

紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、貴

審議会の意見を求める。 

 

 それから、もう一つ、諮問第435号、こちらは資料７－１を御覧ください。 

 

５ 水 管 第 2356号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 

 

 

農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について（諮問第

435号） 

 

 別紙のとおり、漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令を定めたい

ので、漁業法（昭和24年法律第267号）第119条第６項の規定に基づき、貴審議会の意見を

求める。 

 

 諮問第430号と435号につきましては、まず初めに、資源管理基本方針本則の変更につい

て、私から御説明いたしまして、その後で、かつお・まぐろ漁業室長から関連する資源管

理基本方針別紙第２の追加と、諮問第435号を併せて説明させていただきます。 

 では、本則の変更について御説明いたします。資料２－１にお戻りいただいて、諮問文

のページをおめくりいただくと、次のページ、３ページ以降に別紙という形で告示の案、
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変更部分は新旧対照表のものがございます。私が御説明する本則についての変更は、この

３ページの下の段、「第12 漁獲割当割合の削減」という、この規定を新設するというも

のでございます。 

 変更の内容につきましては、資料２－２で御説明いたします。右下の通し番号15と書い

てあるところを御覧ください。 

 主な変更内容、今回の変更事項として１から３がございまして、このほか修辞的な修正

や必要な附則の規定をする予定となっておりますが、変更事項１のところでございます。

漁獲割当管理区分における漁獲割当割合の削減の基準の設定についてという部分です。概

要は次の16ページからを使って御説明いたします。 

 この漁獲割当割合の削減というのは、漁獲割当管理区分、いわゆるＩＱによる管理を行

う管理区分において、設定を受けた年次漁獲割当量を超えて、この漁獲割当ての対象資源

を採捕した場合の行政処分の一つでございます。 

 簡単な表で説明しますので、19ページを御覧ください。 

 漁業法第25条第２項違反に係る行政処分の性質の整理という表になっております。この

25条２項違反というのは、簡単に申し上げると、ＩＱの超過でございます。これに係る行

政処分としては、左から順に、控除、削減、停泊命令等とありまして、一番左の控除とい

うのは、超過が生じた場合に、各年に設定される年次漁獲割当量を差し引く、超過した数

量を翌年以降から差し引くということで、ここは数量の調整というところの処分になって

くるものでございます。 

 次の右側の削減というものは、漁獲割当割合を差し引くということですので、その１年

間ではなくて、漁獲割当割合の有効な期間の複数年に及ぶ処分ということになりまして、

漁業秩序の維持のためということで、漁業法において停泊命令等を掛けている従来の行政

処分のような、こういったものと同じような処分の性格というものになってくるものでご

ざいます。 

 このほかに処分といたしましては、停泊命令といった場合ですとか、さらには、漁獲割

当割合ですとか、年次漁獲割当量の取消しという処分もありますが、この取消しというの

は、漁業許可の方も取り消されるようなケースということになっております。 

 16ページにお戻りください。先ほど申し上げたとおり、この年次漁獲割当量を超えて特

定水産資源を採捕した場合の処分としては、控除につきましては現在、各資源の資源管理

基本方針において、超過した数量に係数を乗じて控除するということで、この係数は１と
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されておりますが、16ページの（５）のところ、割当割合の削減につきましては、効果が

漁獲割当割合の有効期間全体に及ぶということで、違反に対する違法行為の抑止、制裁効

果が強いというところですが、現状においてはこの基準は定めないという形で、基本方針

の別紙に規定があるという状況でございます。 

 次のページにいっていただきまして、今回の変更においては、この割当割合の削減とい

う処分を行うことが適当な事案も発生する可能性がある中で、その割当割合の削減基準を

設定して、これはＩＱによる管理を行っている管理区分共通の規定として、この本則の中

に設けることとするというものでございます。 

 具体的な内容ですが、（２）の①、処分の発動要件というところです。この下にある

（ア）から（オ）に該当した場合には、漁獲割当割合の削減を行うというものです。順番

に読み上げますと、まず、（ア）が、連続した２管理年度以内に２回以上、年次漁獲割当

量を超えて採捕した場合。それから、（イ）、年次漁獲割当量設定者が、年次漁獲割当量

を超えて採捕した場合において、当該採捕による漁業法第26条の報告をせず、又は虚偽の

報告をした場合。簡単に申し上げますと、ＴＡＣ報告をしていない、あるいは虚偽の報告

をした場合ということです。 

 （ウ）ですが、年次漁獲割当量を著しく超過した場合、それから、（エ）が、漁業法第

27条の規定による命令に違反した場合。この27条の命令というのは、既にＩＱを超過して

いるとき、さらに超過して採捕するおそれがある場合に、停泊の命令を掛けることがある

わけですけれども、この停泊命令に違反して出漁した場合ということが（エ）でございま

す。 

 そして、（オ）として、その他悪質性がある場合ということで、この（ア）から（エ）

に書いてありますようなものに類する悪質なものについても、この割当割合の削減を行う

という要件としているというところです。 

 ②の処分の対象のところです。この超過が生じた管理年度以降に、この割当割合、ＩＱ

の超過した者が使用する船舶から削減することができるということで、超過した船舶の割

当割合を削減するというのが基本でございますが、そのほかの船、同じ漁業者が使用して

いるほかの船、もちろん同一の管理区分においてＩＱが設定されているものですけれども、

そういった他の船からも削減することができるとしております。 

 なお、その他の処分され得る船舶が存在しない場合どうするかということですが、この

場合は、超過数量が生じた管理年度から５管理年度以内に、この違反のあった者から新た
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に漁獲割当割合の申請があった場合に、その割当割合の設定において、この違反があった

ことを勘案して設定するということとしております。 

 ③の削減の割合ですが、これは①の（ア）から（オ）とあります要件に該当する数に応

じて、漁獲割当割合を削減することといたします。 

 ④の削減の期間ですが、割当割合の削減の通知を受けた日から、この漁獲割当割合の有

効期間の満了日までというところが基本でございますが、この割当割合、今、実際の運用

の中では、有効期間は１年若しくは２年と、資源ごとに、管理区分ごとに定めております

が、法律では基本は５年とされておるというところですので、この割当割合の削減効果を

５年間担保するということで、この割当割合の削減の原因となった違反事由は、この有効

期間満了後、次の期間の割当割合の設定においても、この違反を考慮すると。要するに５

年間はこの削減を受けることになるというような形での仕組みとしております。 

 ⑤のその他のところですが、先ほど申し上げたとおり、今回のこの割当割合の削減の基

準というのは、全ての資源、管理区分に共通のものとして設定いたしますので、現在の基

本方針の別紙に、各資源に関する別紙において、割当割合の削減の基準を定めないとされ

ている規定については、いずれも削除することといたします。 

 それから、「また」と書いてあるところですが、現在、一部の漁獲割当管理区分におき

ましては、申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100％を超える場合の設定基

準の一つとして、「漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び回数に応じて、こ

れを減ずることがある」という基準を定めているものがありますけれども、これにつきま

しては、申請の合計が100％以下の場合においても、この違反を考慮して設定することが

できるような形でここを変更し、全ての漁獲割当管理区分にこの規定を入れるという形で

の変更をしたいと考えております。 

 ただいま御説明しました本則の変更につきましては、パブリックコメントの手続を11月

11日から12月10日まで実施いたしました。その結果、意見が二つ寄せられました。一つは

削減の要件の一つ、その他悪質性がある場合につきまして、より明確に規定することを求

めるものでございました。ほか、もう一件の方は、内容の変更を求めるというものではご

ざいませんでした。 

 今後のスケジュールといたしましては、15ページに書いてあるとおり、第２のところ、

12月中の官報掲載を予定しております。これは変更事項、後ほど説明する３までを含めて、

12月中の官報掲載を予定しており、手続を進めていくことになります。この手続において
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原案に大きな変更が生じることとなった場合には、再度この分科会に諮問いたしますが、

軽微な変更につきましては、分科会長の御了解を頂いた上で修正したいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 私からの説明は以上です。 

○山川分科会長 どうも御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、何か質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ウェブからの参加の……すみません、及川委員、よろしくお願い

いたします。 

○及川委員 今17ページの（２）の基準のところなんですが、ちょっと１点確認させてい

ただきたいんですが、（２）の①、処分の発動要件の（ア）と（イ）、これは、（ア）は

一度やった人がまた続けてやった場合という意味で書かれていると理解したんですが、

（イ）の方は、一度でも虚偽報告をしてやれば、一度でもそうなるという意味なのか、ち

ょっとすみません、回数とこの中身の部分が若干ちょっとよく分からないところがありま

す。 

○山川分科会長 永田室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 御質問の件ですが、（ア）のところは、おっしゃるとおり続けて、

２年以内に２回超過した場合ということです。（イ）は、ＩＱの超過があった場合におい

て、その漁業者がその船についてＴＡＣ報告をきちんとしていないとか、虚偽の報告をし

ていたということで、ここは回数ではなくて、超過と未報告あるいは虚偽報告、両方があ

った場合ということでございます。 

○及川委員 ありがとうございます。そうしますと１回目、１回やった方が虚偽報告をし

て、だから虚偽報告をしない、それから、（ウ）でいう激しい超過でなければ、（ア）で

の１回目の正直ベースの１回目という考え方が成り立つという理解でよろしいんでしょう

か。 

○資源管理推進室長 余りこの細かいところを申し上げると、ちょっといろいろその後に

影響するので、やりにくいところではあるんですが、おっしゃるとおり、超過した場合に、

それを隠していたという場合が、（イ）に該当するというふうに考えていただければ。も

ちろん正直に報告してくださいというのがまずありますし、そうは言っても、（ウ）に該

当するような著しい超過があれば、それはこの（ウ）が適用されますということになりま

す。 
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○及川委員 分かりました。ありがとうございます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブで御参加の委員の方々、いかがでしょうか。 

 では、特にないようでしたら、この件につきましては、原案どおり承認をしていただい

たということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 次に、資源管理基本方針別紙２の追加及び諮問第435号について、事務局から資料の説

明をよろしくお願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 水産庁国際課のかつお・まぐろ漁業室の成澤でございます。 

 事案の関係上、先に諮問番号の 後、435号、資料でいいますと７、「漁業の許可及び

取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について」説明いたします。資料７を御覧

ください。 

 おめくりいただいて、４ページ目から11ページ目が新旧になってございます。まず分か

りやすいというところで、資料７－２、13ページを開いていただきたいと思います。ここ

から本改正省令の内容や諮問する経緯を記載してございますが、時間も限られております

ので、要点のみを説明いたします。 

 まず、今回改正の対象となるのは操業日誌でございます。１の２段落目に記載しており

ますとおり、中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）等において取り決められた措置

を担保するため、漁業の許可及び取締り等に関する省令第26条の規定により、公海で操業

する漁業の許可に関する船長に対して、操業日誌の記載等を義務付けてきたところです。 

 また、３段落目に記載しておりますが、法令上、特段、操業日誌の提出の義務はありま

せんが、操業日誌を提出することで、漁業法において求めている漁獲成績報告書に代える

ことができるため、一部の漁業では漁獲成績報告書の提出期限に合わせて、操業日誌の提

出を求めておりました。 

 下の２で記載しておりますとおり、この度、昨年の12月のＷＣＰＦＣ年次会合において、

登録長24メートル以上、総トン数でいいますと80トン以上の漁船で、条約海域での公海に

おいて操業及び航行する漁船の船長は、操業日誌の記載と提出を電子的な方法で行うこと

を義務付ける措置が採択されましたので、我が国としましても当該措置を担保するため、

許可省令の関係する規定を改正したいと考えております。 
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 改正内容につきましては、文章ではなく、図を用いて説明しますので、 後16ページを

御覧ください。 

 まず、イラストですが、これは漁業者が操業日誌を作成し、国に報告するまでのフロー

を示しており、黒い点線を境に上が現行、下が改正後のフローを示しています。漁業者は

操業日誌を作成し、国に報告しておりますが、現行においては特段記載の方法や提出方法

に指定はなく、電子的又は手書きで操業日誌を作成し、国への報告はメール、郵送、ウェ

ブシステムを活用して任意で行っておりました。 

 他方、今後は操業日誌の作成は、左の下に向かう矢印のとおり、電子的方法に限ること

とします。また、ＷＣＰＦＣ条約の公海で操業するかつお・まぐろ漁業や、大中型まき網

漁業においては、これまで運用で行っていた操業日誌の提出を義務化した上で、その方法

を電子的なものに限ることとします。これはＷＣＰＦＣで採択された措置の国内法令にお

ける担保を第一の目的としたものであり、ＷＣＰＦＣ条約海域の公海で操業するかつお・

まぐろ漁業や大中型まき網漁業が関係するものであります。 

 他方、操業日誌の作成の電子化については、資料の14ページの も下の段に記載してお

りますが、水産庁の作成した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」に令和５年

度までに大臣許可漁業の電子的報告を実装と記載していることを踏まえ、飽くまでも省令

においては、全ての漁業の原則として定めたいと考えております。 

 後に、11ページを御覧ください。こちらは改正省令の附則になります。当然我々とし

ても、漁業種類によって電子化の検討状況が異なるとともに、他国政府等との取決めの実

施に支障が出るおそれがあることは承知しておりますので、先ほど説明したとおり、関係

する全ての漁業の原則として電子化を定めますが、他国政府等の取決めの実施に支障が出

るものとして、附則第４項を根拠とした告示において、漁業ごとに定めた海域においては、

当分の間電子化の義務付けを適用せず、電子化が義務付けられる前の規定を適用すること

といたします。 

 また、順番が前後して恐縮ですが、５ページ目の附則第２項と、８ページ目の第３項で

は、電子化を義務付ける漁業として、その海域適用日を定めており、ＷＣＰＦＣ条約での

公海で操業する漁業を規定しております。 

 続いて、資料２の説明に移りたいと思います。資料２を御覧ください。資料２の15ペー

ジ目でございます。 

 私の方からは、変更事項２の別紙３－17、めばち（インド洋協定海域）の別紙２への移
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行及び変更事項３のかつお・まぐろ漁業における漁獲報告の期限の変更について、説明さ

せていただきます。 

 まず、先ほどの諮問435号との関係で、変更事項３のかつお・まぐろ漁業における漁獲

報告の期限の変更について御説明します。説明資料としては資料の22ページ目からとなり

ます。分かりやすく資料の25ページでまとめて説明したいと思います。 

 まず、上のスライドを御覧ください。左の紫色の枠で囲んでいますが、現状、遠洋かつ

お・まぐろ漁業では、国に対して様々な報告を行っております。例えば左の漁業者は魚種

ごとのＴＡＣ報告、操業日誌、魚種ごとのタグ情報の報告を、紙媒体又は電子媒体で行っ

ており、これらの報告を受けた国は、漁業者の負担を考慮し、可能な限り様々な報告に代

えるといった運用を行っておりました。 

 しかし、現状では、いまだに手書きの報告があるため、全ての報告を一元的に取り扱う

のが難しい状況でありましたが、遠洋かつお・まぐろ漁業では令和６年１月１日から、全

船で電子的な操業日誌の作成及び提出を行うこととしておりますので、国としては電子デ

ータのメリットを活用しつつ、漁業者の負担を考慮し、ほぼ全ての報告を一元化したいと

考えております。 

 一元化する媒体としては、報告項目の多い操業日誌を考えており、操業日誌の電子デー

タの報告を受けた場合は、ＴＡＣ報告や漁績など、そのほかの報告も全て行ったものとみ

なすことといたします。ただし、今回の資源管理基本方針での改正には関係がなく、参考

となりますが、タグ情報の報告については、個体ごとの情報の報告であり、他の報告とは

報告項目が特異的であるため、引き続き例外的に報告は求めたいと考えております。 

 下のスライドを御覧ください。現在、魚種ごとに様々な頻度で報告を求めていると説明

したところですが、その現状を左の表に示しております。現在ＴＡＣ報告としては、大西

洋クロマグロやミナミマグロでは、採捕した翌日までの報告、大西洋熱帯マグロ類は５日

ごとに、一部の特定水産資源では10日ごとに、太平洋クロマグロは翌月10日までの報告を、

求めてきました。 

 これを操業日誌の提出に代えますので、右の表の赤字のとおり、漁獲成績報告書に代え

るために提出している操業日誌の提出頻度でもある10日ごとに、関係資源のＴＡＣ報告の

期限を一律に変更する改正を行いたいと考えております。 

 変更事項３の説明は以上となります。 

 続いて、資料の20ページ目を御覧ください。１の（２）で記載しておりますが、インド
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洋を管轄するインド洋まぐろ類委員会（ＩＯＴＣ）において採択された措置を遵守するた

めに、これまで我が国でもインド洋のメバチについては、資源管理基本方針の別紙３にお

いて資源管理の目標、特定水産資源、管理の手法等を定めて管理を行っておりました。 

 この度、２の（１）で記載しておりますが、メバチについては加盟国の2024年及び2025

年の漁獲可能量を表のとおり設定する措置が、ＩＯＴＣにおいて採択されました。日本の

漁獲可能量は3,684トンとなっております。このことを受けて、我が国においても、イン

ド洋のメバチについては、特定水産資源として別紙２－41を新たに設け、管理の手法やＴ

ＡＣ報告の期限を新たに定めたいと考えております。 

 資料の21ページ目を御覧ください。こちらはＩＯＴＣのメバチの管理の手法や、ＴＡＣ

報告の期限等の概要を示したものになります。要約しますと、既に特定水産資源として管

理を行っているインド洋のキハダと同様の内容となっています。管理区分としては、上か

ら６行目のとおり、大中型まき網及びかつお・まぐろ漁業を対象とし、漁獲量の総量の管

理を行います。また、ＴＡＣ報告の頻度は、下から４行目のとおり、10日ごと、数量公表

後は採捕した翌日までとします。数量公表の基準は、一番下の行の記載のとおりとなって

おります。 

 私からの説明は以上となります。 

 ただいま説明した内容については、10月31日から11月30日及び11月11日から12月10日ま

でのパブリックコメントの結果、本件に関するものと思われる意見が１件ありましたが、

内容の変更を求めるものではありませんでした。なお、今後、議案に大きな変更が生じる

こととなった場合は、再度分科会に諮問いたしますが、軽微な変更については分科会長御

了解の上、修正したいと考えておりますので、御了解いただければと思います。 

 諮問よろしくお願いします。 

 以上です。 

 審議よろしくお願いします。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、質問、御意見等ございますでしょうか。 

 佐々木委員。 

○佐々木特別委員 御説明どうもありがとうございました。 

 この電子媒体によるいろんな報告義務が生じるということは、私たち消費者としては、



- 16 - 

 

これがトレーサビリティーにつながって、どなたが獲った、どこの海域で獲った魚かとい

うことが明らかになる時も近いのかなという期待感があるのですけれども、そういうこと

はこの取り組みの中で、若しくは取り組みが拡大されていく中でとかあり得るのでしょう

か。 

○山川分科会長 成澤室長、いかがですか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 将来像としてはあると思っております。ですけれども、今説

明したとおり、24メートルの長さ、我々の国内の漁船のトン数でいいますと、80トンの船

がまずは電子化するということなんですけれども、それが来年の６年１月となります。 

 実は小型船が８年１月１日に義務が掛かっています。今日はちょっと説明をしませんで

したが、２年後になるということで、実は小型船の中では、まだまだ電子化されていない

船がいますので、この２年をかけてやっていくということなので、今、特別委員が言われ

たのは、もう将来としては当然見据える世界だと思うんですが、まずは漁獲報告をしっか

り電子化でして、一元的に我々が管理してＴＡＣ管理しつつ、資源管理をやっていくとこ

ろを、まず我々としてしっかりやった上で、委員の言われたような世界というものを見据

えたいと思っています。 

○佐々木特別委員 ありがとうございます。是非進めていただきたいと思います。資源管

理を進めていかれる漁業者さんは、すごく努力していらっしゃると思いますし、そういう

方のお魚を是非買いたいという声が、私どものもとにはすごくたくさん寄せられるので、

そういうことができるように将来的によろしくお願いいたします。 

 私は企画部会の方にも参加させていただいていまして、先日企画部会の現地視察という

ことで、宮城の気仙沼に伺ったんですけれども、そちらのサンマの棒受け漁業の漁業者さ

んが、今サンマの状況が本当に動いている中で、逐一というか、迅速なデータ収集と分析

による漁場、若しくは資源の解析というものを、一刻も早くしていただきたいとおっしゃ

っていらしたんですけれども、そういうことにもこういう電子タグはちょっとマグロのよ

うな、大きい魚体でしかできないかもしれないですけれども、データ収集を是非早く進め

ていただけると、よいなと思っております。 

 意見です。ありがとうございました。 

○山川分科会長 御意見を頂いたということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 東村委員。 
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○東村委員 東村でございます。 

 ちょっと分かっていないのは自分だけかもしれないんですが、電子報告のやり方という

か、紙で書いて、それを提出するというのは、イメージがすごく付くんですけれども、具

体的に、例えばフォーマットが漁業者さんに渡されて、それを埋めていくようなものなの

か、それかなと思って聞いていたんですが、ちょっと教えていただけますか。 

 つまり漁業者さんにとって負担が減れば、漁業者さんも是非そっちへということになり

ますし、その後のことは、感覚的に速くなるだろうなというのは分かるんですけれども、

ちょっと具体的な方法、そんな難しくではなくて構いませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

○かつお・まぐろ漁業室長 基本的に操業日誌というのは、例えば１操業で例えばメバチ

が３本獲れましたといったら、メバチを３と書くわけです。メバチという箇所に３と書く

ということだと思います。それを手書きにしていたものを陸上に持って帰って、それをフ

ァックスなり郵送するというものが、今その一歩進化系として、手書きのものを陸上で、

事務員さんがメバチ３というものを電子的に入力するという行為、あるいは水産庁のウェ

ブシステム、インターネット上へアクセスしたもので記入するという欄ですね。 

 ですので、今求めているのは、漁業者が船上でそういったメバチ３というものを打って

もらうという行為、手書きじゃなくて、打ってもらうという行為を求めるということには

なるんですけれども、ですから、電子的な手続の大きな変換点というのは、やっぱり手で

書くものを船上で、コンピューター上でメバチ３と打っていただくということになるとい

うことだと思っていただければと思います。 

○東村委員 そのフォーマットは水産庁の方で準備するということですか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 そうですね。当然それはもう作っていまして、それを見なが

ら漁業者なり、陸上の事務員さんが打つ場合であっても、そこはそのフォーマットに打っ

ていくということでございます。 

○東村委員 分かりました。ありがとうございます。失礼いたします。 

○山川分科会長 渡部委員。 

○渡部委員 すみません、電子化はどの業界も避けて通れないことで、私どもの、規模は

違いますけれども、内水面漁業も、例えば遊漁券の販売とか、そういうものを水産庁の方

から是非電子化を進めて、我々組合員も高齢化してきておりますので、そういうのを導入

していきなさいというようなことで、実際国費でお金を付けてもらったんですけれども、



- 18 - 

 

これは何をするにもやっぱりお金がないといけないので、そういうシステムを組んで、そ

してまたその端末を置いて、それをきっちりと動くように、ある程度やっぱりちょっと研

修みたいなものもやっぱり受けないかんと思うんですけれども、これに掛かる費用という

のは、例えばどこがどのぐらい持って、どういうふうになっていくんですかね。その辺ち

ょっと教えてもらえますでしょうかね。 

○山川分科会長 成澤室長、いかがですか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 すみません、具体的な単価は分かりませんけれども、タブレ

ット等を買う場合は、我々として補助事業というものをちゃんと持って補助させていただ

いている状況でございます。当然システム開発というものに関しても、我々としては予算

を計上して、開発しているということでございます。 

○渡部委員 ということは、漁業者の負担よりも、国の方で水産庁の方でその予算を付け

ていただいて、それをやっていただくという、そういう方向なんですね。 

○かつお・まぐろ漁業室長 システムに関しては全額で、端末に関しては一部補助をさせ

ていただいているという状況でございます。 

○渡部委員 一部なんですか。全部。 

○かつお・まぐろ漁業室長 システムは全部でございます。 

○渡部委員 そうですか。分かりました。 

○山川分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

 ウェブで御参加の委員の皆様、いかがですか。 

 特にございませんでしたら、原案どおり本件につきまして承認していただいたというこ

とでよろしいでしょうか。 

 では、齋藤委員から御発言があるということですので、よろしくお願いいたします。 

○齋藤委員 ただいま渡部委員からも御意見があったところですけれども、現場の船の上

では、船頭はこのようなタブレット等による報告が出ても、ノートのようなものに、報告

が求められているもの以外の、例えば魚の動きの方向であったり、そのときの海の色であ

ったり、様々なことを、いわゆる漁獲ノートというようなものを付けている、船頭はそう

いったものをデータで持っているわけなんですよね。 

 それで、そのようなものがなくなるということはないわけで、結局はそのノートからタ

ブレット等に船で入力をすると、行政側の入力の手間が省けるということにはなるんだろ

うと思うんですけれども、そういった意味で、船は報告は日々の報告などが10日に延びる
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とか、まとめてやれるとか、そういった合理化の負担の軽減ということが図られるかとは

思うんですけれども、やはりそういったことに慣れる習熟のための訓練というか、訓練の

負担、あるいは費用、今、渡部委員がおっしゃったようなハードのパソコンも複数台あっ

たり、バックアップも要るとか、そういったことも出てくるかと思うんですよね。その辺

は配慮を願いたいなと。 

 また、そういった不慣れな間は、他の漁業に先行してやるということでもありますので、

報告等の遅れとか、あるいはミスのようなことも、大目に見てもらうという言い方は変で

すけれども、そのようなことも配慮願いたいなと思います。 

○山川分科会長 実際の運用に関して御意見を頂きましたけれども、いかがでしょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 ＷＣＰＦＣの決議が採択されてから、事あるごとに担当が各

地区に行って説明を行っていますし、当然これからも、特に小型船は２年後に始まるとい

うことなので、今からも意見交換をして、軟着陸できるように一緒にやっていきたいなと

いうふうに思っております。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 では、ほかにございますでしょうか。 

 齋藤委員、よろしくお願いいたします。 

○齋藤委員 すみません、手を下ろす方法がよく分からなくて。今の説明で結構でござい

ます。 

○山川分科会長 了解いたしました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 では、ほかにないようでしたら、原案どおり本件につきましては承認をしていただいた

ということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 では、続きまして、諮問第431号「特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐ

ろ（大型魚））に関する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等につ

いて」に移ります。 

 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 御説明いたします。資料は３－１を御覧ください。まず諮問文を読

み上げます。 
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５ 水 管 第 2306号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 

 

 

農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する令和６

管理年度における漁獲可能量の当初配分案等について（諮問第431号） 

 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第15条第１項の規定に基づき、特定水産資源（くろま

ぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関する令和６管理年度における漁獲可能量

等を別紙１のとおり定めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 また、漁業法第15条第４項の規定に基づき都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに同

条第１項に基づき特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関

する令和６管理年度における都道府県別漁獲可能量を別紙２のとおり定めたいので、同条

第３項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 

 さらに、くろまぐろの漁獲可能量に関する令和６管理年度における数量の融通等につい

て、別紙３の取扱いとしたいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づ

き、併せて貴審議会の意見を求める。 

 

 ただいま読み上げました諮問文のとおり、今回はクロマグロのＴＡＣ及び配分数量を定

める手続といたしまして、変則的に２段階で行うこととしております。具体的には、まず

ＴＡＣの総量と大臣管理区分への配分を定めまして、その後で都道府県別の数量を定める

という手続となっております。 



- 21 - 

 

 このような形にする理由について御説明いたしますと、大臣管理区分のうち、かつお・

まぐろ漁業とかじき等流し網漁業等においては、漁獲割当てによる管理を行う区分がござ

いまして、資源管理基本方針の別紙の規定で、来年の１月１日から始まる令和６管理年度

の年次漁獲割当量、各船に割り当てるＩＱにつきましては、本年の12月15日までに設定す

るとされておりますので、大臣管理区分に関しましては、本日の審議会で御承認を頂きま

したら、すぐにこの数量を定めることとしたいと考えているものです。 

 一方で、都道府県別漁獲可能量につきましては、漁業法の第15条第４項の規定で、これ

らを定める前に都道府県知事の意見を聴くという手続が必須となっております。このため、

ＷＣＰＦＣでの決定を受けまして、現在この手続を進めているところでございますが、一

定の時間を要するので、すぐに大臣管理区分と同時に定めることができないという事情が

ございます。 

 このため、この都道府県分につきましては、知事の意見を聴くというプロセスが終了次

第、定めることといたしまして、年内を目途に定められるよう、手続を進めたいと考えて

いるところでございます。 

 具体的なこの配分の案につきましては、次のページから別紙１がございまして、告示の

案がございます。まず、３ページの下、告示でいうと２ページと書いてありますが、第１

のくろまぐろ（小型魚）の２のところ、都道府県別漁獲可能量につきましては、「関係す

る都道府県知事の意見を聞いた後、速やかに定めるものとする」としておりますが、その

次のページの上の段、大臣管理漁獲可能量につきましては、数量を具体的に定めます。 

 その下から始まる大型魚についても同様に、都道府県別漁獲可能量は、「関係する都道

府県知事の意見を聞いた後、速やかに定めるものとする」として、大臣管理漁獲可能量に

ついては具体的な数字を定めるというものです。これが第１段階になります。 

 第２段階といたしましては、資料の６ページから別紙２、告示の案がありますが、ここ

に記載の表のとおりに、小型魚、大型魚それぞれ都道府県別の配分を定めるという、この

ような２段階の手続となります。ただ、配分の内容といたしましては、一つのパッケージ

ですので、全体を一つのものとして御説明をさせていただきます。 

 配分の方針につきまして御説明いたしますので、11ページから始まります資料３－２を

御覧ください。 

 太平洋クロマグロにつきましては、中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）で国際

的な管理措置が定められておりまして、我が国といたしましては、この措置を確実に実施
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し、資源管理に取り組むことが求められているというところでございます。 

 本年のＷＣＰＦＣ会合、先週開催されましたが、本日、参考資料という形で、この第20

回年次会合の結果についてというものを付けてございます。詳細につきましては、ここで

は御説明はいたしませんが、太平洋クロマグロの管理措置につきましては、後ほど説明し

ます小型魚から大型魚への振替に当たっての特例措置の上限が拡大されたというところは

ございましたが、漁獲枠そのもの等の大きな変更はなかったということでございますので、

我が国といたしましては、国際的な管理措置の下で、引き続き本年と同様の管理を行うと

いうことが基本となります。 

 この資料３－２の１ページ目の下につきましては、管理期間について記載しております

が、こちらは変更はございませんので、省略させていただきます。 

 次の12ページから13ページの上にかけまして、この配分についての議論の過程と、一昨

年、令和３年11月に、この資源管理分科会のくろまぐろ部会での議論を経て取りまとめら

れました令和４管理年度以降の配分の考え方のポイントというものを記載してございます。 

 クロマグロの配分につきましては、先ほど申し上げたましたとおり、小型魚から大型魚

への振替に当たっての特例措置の上限が拡大されたほかは、国際的な管理措置について変

更はなかったということでございますので、令和６管理年度の配分に当たりましては、配

分方針を変更せず、令和４管理年度、令和５管理年度と同じ配分方針に基づき配分する案

としております。 

 具体的には13ページの下の部分を御覧ください。小型魚につきましては、大臣管理区分

及び都道府県ともに、ＷＣＰＦＣの基準年2002年から2004年を基本といたしまして、近年

の漁獲実績を勘案して配分する。また、令和６年３月に沿岸漁業の令和５管理年度の漁期

が終了した段階で、繰越分を沿岸漁業に優先的に配分する。また、瀬戸内海と隣接する海

域に面する８県に対しては、瀬戸内海における混獲管理のための数量として、小型魚は

0.1トンずつ配分するというものになります。 

 大型魚の方ですが、こちらも大臣管理区分、都道府県ともに、ＷＣＰＦＣの基準年を基

本として、近年の漁獲実績を勘案して配分する。また、沿岸漁業の令和５管理年度が終了

した時点で、繰越分を沿岸漁業に優先的に配分する。ここまでは小型魚と同じでございま

す。 

 かつお・まぐろ漁業及びかじき等流し網漁業等は、令和３管理年度までＷＣＰＦＣの基

準年の平均漁獲実績よりも少ない配分となっていたため、令和４管理年度以降は、この基
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準年の平均の漁獲実績の数量以上の配分とするというものでございます。 

 次のページを御覧ください。こちらで本年のＷＣＰＦＣの会合で採択されました太平洋

クロマグロの管理措置の変更、小型魚から大型魚への振替に当たっての特例措置について

御説明をいたします。 

 14ページの下のところですけれども、小型魚から大型魚への振替に当たっての特例措置、

小型魚の漁獲上限を1.47倍して大型魚に振替できるという措置でございますが、この上限

を、これまで我が国に関しましては、小型魚の漁獲上限の10％とされておりましたが、こ

れを30％に拡大するという勧告が提出されておりました。そして、今般の年次会合におき

まして、これが採択されたということで、令和６管理年度の配分に適用するということに

なります。 

 次のページ、２の現状の管理措置のところを御覧ください。この小型魚から大型魚への

振替につきましては、現在、管理年度の当初配分の際に一括して行っておりまして、合計

で442トンの小型魚が大型魚に振り替えられております。我が国の小型魚の漁獲枠は4,007

トンでございますので、振替係数を乗じて振り替えられる1.47倍できる上限というのは、

400トンとなっております。この振替係数による大型魚の増加分、400トンの0.47倍ですの

で188トンになりますが、これは各管理区分へ配分比率で配分しているというものでござ

います。 

 一方で、今回この上限が30％と引き上げられますので、我が国としては、小型魚の漁獲

枠を1,202トンまで1.47倍して、大型魚に振り替えられるということになりますが、小型

魚につきましても今、各管理区分で消化率が高い中で、この1,202トン、小型魚の枠を減

らしてしまうということは現実的ではないと考えておりますので、その下、３のところで

すが、対応としては、次に御説明するような形で、基本的には要望を受けて、それを踏ま

えて振り替えるという形にしたいと考えております。 

 順番に言いますと、まずこれまで振り替えております442トンにつきましては、この係

数を掛けた1.47倍した数字として大型魚に振り替えまして、現行の配分割合と同じ割合で

振り替えるということです。42トン分がこの係数を掛けて大型魚に増えてくるということ

になります。 

 これに加えて、各管理区分に年２回の要望調査を行いまして、１回目は大臣管理区分の

みとなりますが、この振替を希望する各管理区分等に対して、要望も含めてこの適用する

数量、1,202トンに達するまでは、その振替を行うということでございます。 



- 24 - 

 

 この振替に関しましては、３のところに書いてございますが、沿岸漁業への配慮、また

小型魚の配分が少ない都道府県への配慮ということを考えておりまして、大臣管理区分に

つきましては、1.2倍まではその区分の大型魚といたします。知事管理区分では1.4倍まで

をその都道府県への配分といたしますが、残りの増加分につきましては、一旦国の留保に

繰り入れまして、その後で沿岸漁業に配分するという形にしたいと思います。 

 もう一度説明します。例えば大臣管理区分は10トンが14.7トンになるわけですけれども、

12トンまでは大臣管理区分の大型魚となりますが、2.7トンにつきましては、留保に入れ

て、その後で沿岸漁業に配分すると、このような形での配分としたいというふうに考えて

おります。 

 次のページの上の表を御覧ください。ちょっと細かい数字で複雑な計算になってきます

が、ただいま御説明しました方針に基づく令和６管理年度の当初配分基礎の数量を示して

おります。右から３列目ぐらいにありますＢと書いてある列、これが先ほど御説明しまし

た要望調査を行う前の段階での各区分への配分数量となります。 

 令和５管理年度の当初配分基礎からの変更点は、先ほど御説明しましたとおり、従来か

ら振替を行っております442トンのうち、42トン分にも1.47が掛かっているという部分が、

令和５管理年度から変更され、その分、大型魚が増えているということになっております。 

 そして、要望調査の時期について、その下の図がございますが、大臣管理区分につきま

しては、大臣管理区分の管理がスタートする当初配分と同じタイミングで、この１回目の

要望調査の結果を反映できるようにということで、11月に調査を行っております。そして

２回目は、令和５管理年度の終了後、今漁期の漁獲実績、未利用分の繰越し等の数量が分

かってくるこの管理年度が終わった後、令和６年４月から５月頃に要望調査を行いまして、

令和５管理年度からの繰越し等による追加配分と同時に反映するスケジュールとしたいと

考えております。 

 この方針に基づいて計算しました令和６管理年度の具体的な配分案というのが、17ペー

ジの上の表にございます。全体として小型魚、大型魚それぞれの合計のところを見ますと、

小型魚につきましては、300トンちょっと減少するというような数字になっておりまして、

大型魚につきましては500トン弱増加すると、合計のところですけれども、そのような数

字になっております。 

 これは先ほど申し上げた大臣管理区分においての振替、第１回目の要望を踏まえて、大

中型まき網については299.8トン、かじき等流し網漁業等については22トンをこの係数を
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掛けて、小型魚から大型魚に振り替えているということによるものと、先ほどから繰り返

しになりますが、従来からの振替442トンの42トン分にも換算係数が掛かっているという、

こういったことを反映したものでございます。 

 管理区分ごとの内訳を見ていきますと、今御説明した振替に関連したもの以外での数字

の変化というところが、小型魚につきましては、都道府県分が100トン少し増加しており

まして、その分留保が減少しているというところがございます。大型魚におきましては、

大臣管理区分のかつお・まぐろ漁業が少し増加しておりまして、それから、また留保も増

加しているというところがございます。 

 この小型魚における都道府県の増加は、過去の超過分の差引きが終了したことに伴うも

のでございまして、増加というよりは本来の水準に戻っているというところでございまし

て、その分留保が減っているということです。 

 大型魚におけるかつお・まぐろ漁業の増加の部分は、前の前の２年前の管理年度からの

繰越しと、前年の超過分の差引きというようなところの結果として増えているというよう

なところがございまして、その分留保も減っているという、ちょっと複雑な細かい計算の

結果でございますが、そういった変化があります。 

 各都道府県の当初配分の案は、18ページの下に小型魚の表がございまして、先ほど申し

上げましたとおりの考え方で配分していきますと、ほとんどの県は前年と同じ数字ですが、

幾つか増加しているところがございます。特に大きく変わっているのは、北海道でござい

まして、100トン近く増加しているというところですが、ここが先ほども御説明しました

とおり、過去の超過分の差引きが終わったということによるもので、本来の水準に戻った

ということになります。 

 次の19ページの上に、大型魚の各都道府県への当初配分の案の数字がございます。令和

５年と令和６年を比較していただくと、ほとんどの県において、少し増加しているという

ような状況となっております。 

 配分の数量の案につきましては、以上でございまして、融通等による漁獲可能量の変更

についても諮問の対象となってございますので、資料３－１の１ページ目の諮問文にお戻

りください。 

 諮問文の 後の段落、「さらに」から始まるところでございます。令和６管理年度にお

ける数量の融通等について、別紙３の取扱いとしたいというものでございます。９ページ

に別紙３がございますので、こちらを御覧ください。 
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 今回この諮問を経て、令和６管理年度のＴＡＣの設定及び配分を行った後に、都道府県

間あるいは大臣管理区分と都道府県の間で、当事者間の合意によって数量の融通を行うと

いう場合の数量の変更については、農林水産大臣の裁量が発揮されない機械的なものであ

るということから、手続の迅速化を図るため、引き続き事後報告とさせていただきたいと

いうことを、今回のこのＴＡＣの設定、当初配分について諮問する時点で、あらかじめ資

源管理分科会にお諮りするという趣旨のものでございます。 

 ９ページの資料の２のところの（１）から（３）それぞれ、（１）は当事者間の合意に

より行う融通、（２）につきましては、大臣管理区分の漁期が終了した時点で、未利用分

につきまして、国の留保へ繰り入れるという部分の数量の変更、それから（３）につきま

しては、大型魚の大中型まき網の漁獲割当てによる管理区分につきまして、この漁獲割当

てによる管理の期間が終了した後に、未利用分を国の留保への繰入れ、それから総量管理

区分への追加配分という部分について、この（１）から（３）までのところですけれども、

これは事後報告とさせていただきたいというもので、令和５管理年度からの引き続きとい

うことになります。 

 （４）の部分が、今回令和６管理年度で新たに追加する部分でございまして、これは先

ほどから御説明しております小型魚から大型魚への振替について、振替係数による大型魚

の増加分につきまして、大臣管理区分につきましては1.2、都道府県については1.4を、そ

れぞれの管理区分の大型魚に繰り入れますが、それを超える分については、留保に繰り入

れるということについて事後報告とさせていただきたいというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 

 青木委員。 

○青木委員 説明ありがとうございました。15ページの下の３の３にある赤字のところ、

各管理区分の振替係数、大臣管理区分で1.2倍、知事管理区分で1.4倍としているんですけ

れども、この倍数とした基準といいますか、考えをお知らせいただけますでしょうか。 

○山川分科会長 永田室長、よろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 このクロマグロのＴＡＣの配分につきましては、小型魚、大型魚い

ずれもその実績、基準年の実績をベースとしつつ、沿岸漁業へ配慮するという考え方で配
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分するという方針でやってきておりますので、今回振り替える、全体としては1.47倍の係

数になるわけですけれども、大型魚として増えた分についても、一定沿岸漁業への配慮と

いうことと、あと、ここにも書いておりますが、都道府県の中では、そもそも全体の小型

魚の配分の枠が少なくて、振り替える元となる小型魚の枠がないというところもあったり

するというところでございますので、そういったことも考えまして、この全量、同じ管理

区分ではなくて、一部を沿岸漁業への配分ということに充てたいというふうな考えでござ

います。 

 その中で、特に大臣管理区分と知事管理区分の差というところは、沿岸漁業への配慮と

いうところで差を付けて、こういった形でやりたいというふうに考えているものです。 

○青木委員 分かりました。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 及川委員。 

○及川委員 すみません、小さなことなんですけれども、資料３、10ページ目、これの初

めの10行ぐらいの間で「不当量交換」という言葉、「等しい」の方でよろしいんですよね、

全て。 

○資源管理推進室長 申し訳ありません、「当たる」ではなくて「等しい」ですね。すみ

ません、タイプミスがございました。申し訳ありません。訂正させていただきます。 

○山川分科会長 どうも御指摘ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブから参加しておられる委員の方々、いかがでしょうか。 

 では、特にほかにないようでしたら、原案どおり承認をしていただいたということでよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 では、次に、諮問第432号「特定水産資源（めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東

部太平洋条約海域）、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ））、あかうお類（北

西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、いわしくじら、からすがれい（北西大西洋条約海域）、

きはだ（インド洋協定海域）、にたりくじら、みんくくじら及びめばち（インド洋協定海

域））に関する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等について」に

移ります。 
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 事務局から資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 資料は４になります。諮問文を読み上げます。 

 

５ 水 管 第 2349号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 

 

 

農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   特定水産資源（めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋条約海域）、あ

かうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ））、あかうお類（北西大西洋条約海域

（区分３Ｏ））、いわしくじら、からすがれい（北西大西洋条約海域）、きはだ

（インド洋協定海域）、にたりくじら、みんくくじら及びめばち（インド洋協定海

域））に関する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等につい

て（諮問第432号） 

 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第15条第１項の規定に基づき、特定水産資源（めかじ

き（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋条約海域）、あかうお類（北西大西洋条約海

域（区分３Ｍ））、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、いわしくじら、か

らすがれい（北西大西洋条約海域）、きはだ（インド洋協定海域）、にたりくじら、みん

くくじら及びめばち（インド洋協定海域））に関する令和６管理年度における漁獲可能量

等を別紙１のとおり定めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

 また、いわしくじら、にたりくじら及びみんくくじらの漁獲可能量に関する令和６管理

年度における留保からの配分及び数量の融通等について、別紙２の取扱いとしたいので、

同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 
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 私の方からは、ただいま諮問文で読み上げさせていただいた特定水産資源に関する令和

６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案のうち、マグロ類と底魚について説

明させていただきます。資料４の８ページ目を御覧ください。 

 今回、漁獲可能量を設定する期間は令和６管理年度分であり、令和６年１月１日から12

月31日までとなっております。また、各資源の大臣管理区分についてですが、南西太平洋

海域のメカジキと東部太平洋条約海域のメバチはかつお・まぐろ漁業、アカウオ類、カラ

スガレイは遠洋底引き網漁業、インド洋のキハダとメバチは大中型まき網漁業とかつお・

まぐろ漁業を統合した区分になります。 

 各資源の漁獲可能量については、前年漁期以前から繰越可能な割当てはないことから、

各資源の管理を行う国際機関で決定された我が国の割当量を、漁獲可能量として設定いた

します。そのうち、東部太平洋のメバチについては、ＩＡＴＴＣにおいて今後、他国への

割当てや移譲の可能性があることを考慮し、これに必要な数量である8,000トンを留保枠

として設定いたします。 

 したがって、留保枠の数量を漁獲可能量から差し引いた２万4,372トンを、かつお・ま

ぐろ漁業の大臣管理漁獲可能量に配分させていただきます。 

 そのほか、南西太平洋のメカジキ、アカウオ類、カラスガレイ、インド洋のキハダとメ

バチについては、漁獲可能量の全量を大臣管理区分に配分して、数量はそれぞれメカジキ

（南西太平洋海域）が588トン、アカウオ類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ））が400ト

ン、アカウオ類（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））が150トン、カラスガレイ（北西大

西洋条約海域）が1,151トン、キハダ（インド洋協定海域）は4,002トン、メバチ（インド

洋協定海域）は3,684トンとなります。 

 私からの説明は以上となりますが、捕鯨室長から鯨類についての説明がございます。よ

ろしくお願いします。 

○山川分科会長 じゃ、よろしくお願いいたします。 

○捕鯨室長 ありがとうございます。水産庁の捕鯨室長の坂本です。 

 鯨類については、日本鯨類研究所の松岡理事と私の方から説明させていただきます。ま

ず、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラの資源評価の結果について、日本鯨類研

究所の松岡理事から、資料４－３を用いて説明させていただきます。資料４－３は13ペー

ジ目になります。よろしくお願いします。 
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○日鯨研理事 では、私、日本鯨類研究所の松岡でございます。資料４－３、13ページの

ところを御説明したいと思います。 

 めくっていただいて、14ページ、ひげ鯨類の捕獲可能量の算出方法ということで、一番

下の赤いライン、平成30年内閣官房長官談話ということで、ここに点線で鯨類の資源に悪

影響を与えないよう、ＩＷＣで採択された方式により算出される捕獲枠の範囲内で行いま

すというのがございまして、これに基づいて捕獲可能量の算出を行っております。 

 右上にグラフがありますけれども、ＲＭＰによる捕獲可能量の算出ということで模式図

があります。 

 左の方に細かい説明があるんですけれども、実際この捕獲可能量、ＲＭＰを用いて計算

するということで、これは1994年にＩＷＣ総会で採択された方式ということです。 

 実際のプロセスは二つありまして、一つは、現在の資源量推定値と過去の捕獲量から捕

獲可能量を算出するというもので、二つ目、様々な不確実性を勘案し、シミュレーション

を通じて、100年間捕獲を続けても資源に悪影響がないことを確認すると、こういうプロ

セスがございます。 

 そのため、実際に算出される捕獲可能量は、推定資源量の１％未満となります。また、

資源量が初期資源の54％を上回っている場合にのみ、捕獲可能量が算出されるというやり

方です。 

 あと、６年おきに 新データを取り込み、捕獲可能量を再計算するということで、６年

ごとに 新の推定値を出していくと、この辺りが結構大変なんですけれども、これをやっ

ております。 

 次、めくっていただいて、15ページですね。実際の資源量調査、それから系群構造の調

査、どのようなものかということでお示ししてあります。一つ目、①資源量推定値は、右

の方の下にありますけれども、調査海域内、ジグザグに調査コースを設定して、これはラ

ンダムに設定するんですけれども、その間に発見した鯨の頭数、それと調査距離を基に、

統計処理により資源量を推定するということで、このデザインの方法とか、それから計算

方法については、もうＩＷＣ科学委員会の方のやり方、ガイドラインがございますので、

これに基づいて実際の計算を行っております。 

 それから、二つ目、ジグザグに調査コースを走っている間に対象種が発見された場合は、

バイオプシーによる皮膚の標本を採集したり、衛星標識を装着して、回遊経路、これを調

べて系群構造を把握するというようなことも実験としてやっております。 
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 その他、３番目、写真撮影ですね、個体識別できる鯨種があるんですけれども、こうい

ったものを撮影して系群構造解析を補完するというものをやっております。 

 下の写真は調査船の写真なんですけれども、大体全長70メートル、750トンの船を用い

て、観察台が付いていますので、この観察台から観察員が鯨を探すと、こういうやり方で

やっております。 

 次に、めくっていただいて、16ページ。これは実際に北太平洋の調査の実施水域という

ことですけれども、まず緑色のところ、オホーツク海、それから黄色いところ、北西太平

洋、それからＩＷＣとの日本の共同調査もピンクのところで行っておりますので、ベーリ

ング海、アラスカ湾も含めたところで調査を行っております。西経135度より西側、それ

から緯度でいうと20度以北ということでやっております。 

 実際、捕獲対象種が三つありますので、それに合わせた海域をそれぞれ調査して、６年

に１回、資源量を出すという想定でやっております。 

 この空白のロシアの水域でどうしても許可が出ないところは、調査が行われていないと

いうところです。 

 次、めくっていただいて、17ページ。これはミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジ

ラの資源量推定値及び捕獲可能量ということで、我が国科学者による捕獲可能量の解析、

これは日鯨研、それから資源研と取り組んでおりますけれども、ミンククジラについては、

推定資源量２万513頭、捕獲可能量167頭、ニタリクジラについては資源量３万4,473頭で、

捕獲可能量は187頭、イワシクジラについては資源量３万4,718頭で、捕獲可能量は25頭と

いうことで、これは左の上に赤の点線で、独立外国人科学者による解析方法等に対するレ

ビューと、こういうのがありまして、パネルのレビューと呼ばれていますけれども、これ

に基づいてこのような捕獲可能量を計算したということです。 

 以上、資源評価の結果は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○捕鯨室長 続きまして、私の方から、資料の11ページを見ていただけますでしょうか。

令和６管理年度のイワシクジラ、ニタリクジラ及びミンククジラの漁獲可能量の設定及び

配分について、説明させていただきます。 

 基本的な考え方と配分につきましては、本年と基本的に同じになっておりまして、先ほ

ど松岡理事からお話があったように、国際捕鯨委員会において採択された計算方式に従い

まして、初期資源量の60％の水準を長期的に維持する漁獲量を算出する方法で得られた値

から、混獲その他の捕鯨業における漁獲以外の人為的要因により通常発生すると想定され
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る年間の死亡頭数を減じた量を漁獲可能量とするという形にしたいと考えております。 

 具体的には、資料の真ん中を見ていただきたいんですけれども、イワシクジラ25頭、ニ

タリクジラ187頭、ミンククジラ142頭という形になっております。 

 このページの下の方に、これまでのイワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラのＴＡ

Ｃの推移について記載させていただいております。 

 １ページめくっていただきまして、12ページ目になります。ＴＡＣの配分についてなん

ですけれども、これも今年と同じような考え方で配分させていただきたいと考えておりま

す。イワシクジラにつきましては、母船式捕鯨業者のみが捕獲するということで、全量を

母船式捕鯨業者に当初配分を行うという形にしております。 

 ニタリクジラにつきましては、漁期中に基地式捕鯨業者に配分を行う可能性があること

から、漁獲可能量の20％を国の留保分として、残りの全量を母船式捕鯨業者へ配分を行い

たいと考えております。 

 ミンククジラについては、基地式捕鯨業者のみが捕獲するということで、全量を基地式

捕鯨業者へ配分を行うという形になっております。また、ミンククジラにつきましては、

基地式捕鯨業者の太平洋海域とオホーツク海域でそれぞれ分けた形で配分する形になって

おります。 

 以上がイワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラのＴＡＣの設定及び配分についてで

す。 

 それでは、恐縮なんですけれども、１ページ目の諮問文のところに戻っていただけます

でしょうか。 

 一番下の「また」以下のところで、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラの漁獲

可能量に関する令和６管理年度における留保分からの配分及び数量の融通等について、別

紙２の取扱いとさせていただきたいというふうに考えております。 

 別紙２、10ページを見ていただけますでしょうか。 

 漁獲可能量に係る留保分からの配分及び数量の融通等についてです。まず、１の経緯と

いたしまして、令和４管理年度より、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラの資源

管理を、漁業法に基づく漁獲可能量による管理に移行させていただきました。その運用と

いたしまして、これら３種の漁獲可能量に係る配分数量の変更のうち、大臣管理区分間で

の配分数量の融通であり、下に書いてある（１）国の留保枠からの配分に伴う数量の変更、

（２）融通に伴う数量の変更につきまして、水産政策審議会に対して事後報告で対応でき
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るという取扱いにさせていただきました。 

 これにつきまして、当事者間での合意の形成がある場合について、事後報告という形で

対応できるというふうに取り扱わせていただきました。 

 令和６管理年度につきましても、令和４及び令和５管理年度と同じように、上記１の

（１）及び（２）による配分数量の変更につきましては、水産政策審議会に対して事後報

告で対応できることにしたいと考えております。 

 以上が説明になります。ありがとうございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いい

たします。 

 東村委員。 

○東村委員 東村でございます。 

 何か事実確認なんですけれども、資料の８ページ、メバチの漁獲可能量にのみ留保枠が

設定されている理由というか経緯というか、教えていただきたいと思います。初め、話を

伺っているとき、もしかしてＩＡＴＴＣの中に留保枠があるのかしらと思って聞いていた

んですけれども、そうではなくて、日本の水産庁の中にあるのかなと思って、更に混乱し

ているので、よろしくお願いします。 

 もう一点、今度はミンククジラ、イワシクジラの捕獲可能量算出の資料をちょっと拝見

していたときに、これに関しては致死的な調査は、これに関しては行っていないのか、そ

れはまた別口で行っていて、それとこれとはまた別の話ですよと説明されているのか、ち

ょっと疎いので分かりませんでしたので、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 じゃ、私の方からＩＡＴＴＣ水域のメバチの留保枠8,000ト

ンの説明をしたいと思います。この8,000トンは長い交渉の中で決まったもので、我が国

から中国と韓国に移譲する枠でございます。 

 理由に関してですけれども、誠に恐縮ですけれども、我々の認識と韓国と中国との認識

が違う可能性があるので、その理由についてはちょっと述べられませんので、事実関係だ

けの説明とさせていただきます。すみません。 

○東村委員 分かりました。すみません、ありがとうございます。 

○山川分科会長 では、鯨類の方につきまして、坂本室長、よろしくお願いします。 

○捕鯨室長 資料の15ページで書かせていただいたいるこの鯨類目視調査の部分につきま



- 34 - 

 

しては、捕獲する致死的調査はやっていなくて、非致死的調査、目で見て数えたり、鯨の

皮膚の表面を一部獲ったりした形の調査をしております。ただ、鯨の実際の捕獲可能量を

計算するに当たっては、年齢とかという情報も必要になってくるものですから、今、商業

目的で獲っている鯨から年齢情報などを取って、商業捕鯨から得られる科学的なデータも

使いながら、捕獲枠の計算はしております。 

○東村委員 ありがとうございます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 及川委員。 

○及川委員 ちょっと鯨について教えてください。知識としてないんですけれども、ミン

ククジラは、もともと調査捕鯨の日本周辺でやっていた頃は、ミンクを母船式でも獲って

いて、今はゼロになったというその経緯を、もし差し支えなければ教えていただきたいこ

とと、もう一つは、例えば令和６年ですと、ＴＡＣに対して何頭獲ったのかを教えていた

だきたいのですが。 

○山川分科会長 坂本室長、よろしくお願いいたします。 

○捕鯨室長 ありがとうございます。調査捕鯨をしているときには、日本の沿岸で母船式

捕鯨と基地式捕鯨両方で、ミンククジラを対象に調査捕鯨を実施した経緯がございます。

今現在、基地式捕鯨業者の方のみでミンククジラを獲っているということで、母船式捕鯨

業者の方からミンククジラを獲りたいというふうな御要望がないということもあって、実

質的に基地式捕鯨業者の方がミンククジラを現在捕獲している形になっております。 

 今年のＴＡＣに対する捕獲実績、資料の11ページを見ていただけますでしょうか。イワ

シクジラにつきましては、令和５年のＴＡＣが24頭で、24頭は全量捕獲しております、今

現在。ニタリクジラにつきましても187頭、全量を捕獲している状況になっています。ミ

ンククジラについては、現時点で83頭漁獲している形となっております。 

 以上です。 

○及川委員 すみません、じゃ、その足りない分というのは、何か融通のことも書かれて

いたので、母船式が例えば獲ろうと思ったら獲るということもあり得てもいいという理解

なんでしょうか。 

○捕鯨室長 実際、母船式の方が要望がないというところと、ミンククジラの来遊時期と

の関係もあったりして、今年は今のところ80台という形になっております。 

○及川委員 ありがとうございます。 



- 35 - 

 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 成澤室長。 

○かつお・まぐろ漁業室長 すみません、資料４の１ページ目なんですが、大臣名の宮下

一郎の「郎」が間違っています。訂正させていただきます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブから御参加の委員の方々、よろしいですか。 

 では、ほかにないようでしたら、原案どおり承認をしていただいたということでよろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 では本日、結構多くの議事がございますので、一旦ここで休憩ということにさせていた

だきたいと思います。10分間弱になりますけれども、休憩を入れて、45分再開ということ

でよろしくお願いいたします。 

（休憩） 

○山川分科会長 では、そろそろ時間でございますので、議事を再開させていただきたい

と思います。 

 委員の皆様、おそろいでございますね。では、よろしくお願いいたします。 

 では、続きまして諮問433号、特定水産資源（めかじき（北大西洋海域））の令和５管

理年度における漁獲可能量等の変更についてに移ります。事務局から資料の説明をよろし

くお願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 本件に関しましては資料の５になります。まず、諮問を読み

上げます。 

 

５ 水 管 第 2209号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 
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農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   特定水産支援（めかじき（北大西洋海域））に関する令和５管理年度における漁獲

可能量等の変更について（諮問第433号） 

 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第15条第６項の規定に基づき、特定水産資源（めかじ

き（北大西洋海域））に関する令和５管理年度における漁獲可能量等について別紙のとお

り変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、貴審議会の

意見を求める。 

 

 私からは特定水産資源に定めているめかじき（北大西洋海域）の令和５管理年度におけ

る漁獲可能量の変更等について御説明させていただきます。 

 資料５－１、５ページをお開きください。北大西洋のめかじきの令和５管理年度である

令和５年８月１日から令和６年７月31日までの漁獲可能量等については、本年６月の水産

政策審議会にお諮りし、７月に告示しております。北大西洋のめかじきを管理するＩＣＣ

ＡＴの保存管理措置では、令和５年漁期の割当量に前年の令和４漁期からの割当量を繰り

越すことが可能でありますが、本年７月の当初配分を行った時点においては、令和４年漁

期からの繰越量は未確定でした。今般11月のＩＣＣＡＴの年次会合を経て令和４年漁期か

らの繰越量が確定したことから、令和５管理年度の漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量に

令和４年漁期からの繰越量1,587.81トンを追加する変更を行います。 

 以上の変更を行った結果、変更後の北大西洋のめかじきの漁獲可能量は2,219.81トン、

大臣管理漁獲可能量は2,215.81トンとなりますが、留保枠の数量４トンに変更はございま

せん。 

 漁獲可能量の計算方法は下段の表に記載しておりますので御参照ください。 

 私からの説明は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明に関しまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたし

ます。よろしいでしょうか。 
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 ウェブで御参加の委員の方々もよろしいでしょうか。 

 特に御意見、御質問等ないようですので、原案どおり承認をしていただいたということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 では、次に諮問第434号、特定水産資源（まあじ）の令和６管理年度における都道府県

別漁獲可能量の変更についてに移ります。事務局から資料の説明をよろしくお願いいたし

ます。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長です。 

 資料の６－１を御覧ください。まず、諮問文を読み上げます。 

 

５ 水 管 第 2384号 

令和５年12月12日 

 

 水産政策審議会 会長 

     佐々木 貴文 殿 

 

 

農林水産大臣 宮下 一郎 

 

 

 

   特定水産資源（まあじ）に関する令和６管理年度における都道府県別漁獲可能量の

変更について（諮問第434号） 

 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第15条第１項の規定に基づき定めた特定水産資源（ま

あじ）に関する令和６管理年度における都道府県別漁獲可能量について、別紙のとおり変

更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見

を求める。 
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 資料の次のページ以降に別紙として告示の案変更箇所については新旧対照表のものがご

ざいますが、変更の内容については資料６－２、５ページの資料で御説明いたします。こ

のまあじの令和６管理年度におけるＴＡＣの設定及び当初配分につきましては、前回11月

２日の第127回の資源管理分科会において諮問を行いまして、原案どおり承認する旨の答

申を頂いたところでございますが、諮問いたしました当初配分案のうち、長崎県の都道府

県別漁獲可能量について記載のミスがございまして、正しくは２万4,400トンとすべきと

ころを２万2,400トンという数字で諮問をしておりました。この数字について正しい数字

に変更するといたしたいということでの今回の諮問になります。 

 配分の計算での誤りではなくて、諮問に記載するときのタイプミスでございましたので、

ほかの県ですとか管理区分の数字への影響というものはございません。誠に申し訳ござい

ませんでした。今後このようなことが起きないよう、今まで以上にしっかりとチェックし

た上で諮問をさせていただきたいと思っております。申し訳ございません。 

 説明は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見等ございますでしょうか。 

 単純なミスということですので。特に御意見等なければ原案どおり承認をしていただい

たということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、諮問はこれで以上ですので、諮問第430号から435号について、確認のために

答申書を読み上げます。 

 

 

答申書 

５ 水 審 第 3 4 号 

令和５年12月12日 

 

 農林水産大臣 宮下 一郎 殿 

 

                              水産政策審議会 
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                               会長 佐々木 貴文 

 

 令和５年12月12日に開催された水産政策審議会第128回資源管理分科会における審議の

結果、諮問のあった下記事項については、諮問のとおり実施することが適当であると認め

る。 

 

記 

 

 諮問第430号 資源管理基本方針（令和２農林水産省告示第1982号）の一部変更（本則

の変更及びめばち（インド洋協定海域）の別紙２の追加）について 

 諮問第431号 特定水産資源（くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚））に関

する令和６管理年度における漁獲可能量の設定及び当初配分案等につい

て 

 諮問第432号 特定水産資源（めかじき（南西太平洋海域）、めばち（東部太平洋条約

海域）、あかうお類（北西大西洋条約海域（区分３Ｍ））、あかうお類

（北西大西洋条約海域（区分３Ｏ））、いわしくじら、からすがれい

（北西大西洋条約海域）、きはだ（インド洋協定海域）、にたりくじら、

みんくくじら及びめばち（インド洋協定海域）に関する令和６管理年度

における漁獲可能量の設定及び当初配分案等について 

 諮問第433号 特定水産資源（めかじき（北大西洋海域））の令和５管理年度における

漁獲可能量等の変更について 

 諮問第434号 特定水産資源（まあじ）の令和６管理年度における都道府県別漁獲可能

量の変更について 

 諮問第435号 漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案について 

 

 それでは、答申書を魚谷資源管理部長にお渡しいたします。 

（分科会長から資源管理部長に答申書手交） 

○山川分科会長 それでは、続きまして報告事項に入ります。事務局より報告事項が３件

あるということです。 

 初めに、太平洋クロマグロの資源管理について、事務局から説明をよろしくお願いいた
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します。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長でございます。太平洋クロマグロの資源管理につ

いて、まず私からはＴＡＣの融通等の結果について御報告させていただきます。 

 資料８－１を御覧ください。前回11月の資源管理分科会以降、当事者間の合意、あるい

は要望調査の結果に基づいて、漁獲可能量の一部変更を２回行っておりますので、御報告

させていただきます。 

 まず、１ページの下のところでございます。10月に第４回目の融通要望調査を、都道府

県に対して実施いたしました。その結果が１ページに小型魚について、２ページ目に大型

魚について、要望が記載のとおりありましたというところですが、いずれも融通を受けた

い、譲り受けたいというところが非常に多く、交換できるというところは限られておった

んですけれども、２ページ目の下のところです。大中型まき網と福井県の小型魚と愛媛県

の大型魚3.5トンを交換するということで成立いたしまして、これを11月20日付けで変更

を行っております。 

 二つ目が３ページ目の上です。こちらは直接県間での協議の結果、交換が成立したとい

うものでして、これも11月20日ですけれども、青森県の小型魚８トンと徳島県の大型魚８

トンを交換するという形で漁獲可能量の一部変更を行っております。 

 ただいま御説明した融通等の後の変更後の各県の数量は３ページの下に小型魚、４ペー

ジの上に大型魚、記載のとおりの数量の配分というふうになっております。 

 クロマグロの融通については以上でございます。 

○水産流通適正化推進室長 水産庁水産流通適正化推進室長でございます。私から太平洋

クロマグロに係る事案の現状と今後の対応に向けた検討状況について御説明をさせていた

だきます。 

 引き続き資料８－１の５ページ目に資料がございますので、御確認をお願いいたします。 

 １番目、大間事案の概要について、まず御説明をさせていただきます。 

 令和３年８月、青森県大間からクロマグロが安値で大量に流通しており、漁獲未報告が

疑われるとの通報が水産庁にあり、青森県へ事実確認等を依頼したところでございます。 

 その結果、水産庁に通報のあった疑義情報を基に青森県が調査を行いまして、大型魚等

で55.7トンのクロマグロのＴＡＣ未報告漁獲があったという報告がございました。水産庁

は青森県の大型魚の漁獲枠の超過分等16トンを令和管理４年度の同県の漁獲枠から差し引

く措置を行ってございます。 
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 その後、令和５年２月、青森県警が漁業法違反で産地仲買２社の社長を逮捕いたしまし

た。また、社長らと共に共謀いたしました漁業者22名と水産関連会社１社につきまして、

同年３月までに書類送検がされております。 

 令和５年７月でございますが、産地仲買２社の社長につきまして、懲役４月の有罪判決、

漁業者22名等に対しましては、罰金10から20万円の略式命令が出されてございます。 

 この事案を受けた青森県の対応状況について、２番でまとめてございます。 

 （１）番、これまでの対応でございます。令和５年度５月に大間地域のクロマグロ漁業

者及び仲買事業者を対象といたしまして、法令遵守徹底に向けた指導等を実施してござい

ます。 

 ページ、おめくりいただいて③番でございます。現在、青森県の方で調査を行ってござ

います。令和３管理年度の未報告漁獲数量について県警が捜査をした結果、判明をした数

量約98トンと、その前に県が調査を行った結果、判明した未報告数量55.7トンございまし

たが、こちらに大きな差があったということを踏まえまして、現在県警から返却された関

係書類及び静岡市中央卸売市場、こちら未報告のクロマグロが流れていった先でございま

すが、そちらから提供のあった関係書類を基に青森県が再調査を実施してございます。 

 今後の対応、（２）番でございます。令和５年11月以降、遅くとも年内までにつきまし

て、令和３管理年度の未報告漁獲数量を確定させるための関係書類の解析を終え、結果を

青森県において公表する予定でございます。また、来年令和６年の可能な限り速やかにと

いうことでございますが、①の結果も踏まえまして、漁業者に対する行政処分、それから

超過数量に係る県の追加の漁獲枠の差引き、これに青森県は応じる方針ということでござ

います。 

 これを受けました国の検討状況につきまして御説明をさせていただきます。 

 まず（１）番、主な検討方向でございます。今回、単価の高い30キログラム以上のクロ

マグロについて事案が発生したということがございますので、この単価の高い30キログラ

ム以上のクロマグロを対象といたしまして、今般のような事案の再発防止、それから管理

の強化に向けて検討を進めているところでございます。 

 大きく３点ございます。１点目、これは密揚げを防ぐ観点でございますが、陸揚げの状

況等を検査する国の検査体制の強化の在り方、それから陸揚げ港の常時監視の仕組みの在

り方を検討してございます。 

 ②番でございますが、これは今回、青森県が未報告数量の確定にかなり時間が掛かって
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いるということを踏まえた措置でございますが、クロマグロの個体別の管理や迅速な調査

等が可能となるような仕組みの在り方を検討してございます。 

 ３点目でございますが、今回ＴＡＣ未報告のクロマグロがそのまま大量に市場に流通し

ていってしまったといったことを踏まえた措置でございます。様々な流通形態に対応した

流通段階における個体の適法採捕の情報が確認できる仕組みの在り方を検討してございま

す。 

 これらの検討項目に関する具体の今現在の検討状況を（２）番で記載をしてございます。 

 もう一ページおめくりを頂ければと思います。今後、次期の通常国会に必要な方案を提

出することも含め検討しているところでございます。先ほど申し上げました３点の検討の

方向に沿って具体的な内容を検討しているところでございます。 

 まず①番、検査体制の部分でございますが、こちらにつきましては陸揚げの状況等を検

査する国の検査体制を強化するため、必要な人員を増員する方向で検討してございます。

また、産地市場等において陸揚げの状況等を常時監視できる設備、体制等をモデル的に検

討するとともに、今後、当該監視の仕組みの導入の在り方を検討することとしてございま

す。これは実際に令和５年度の補正予算で予算措置もしてございます。 

 それから、②番の対応でございます。太平洋クロマグロのＴＡＣ報告の情報とその基と

なるクロマグロの個体ごとの情報が管理され、迅速に照合できるようにするため、以下に

ついて検討してございます。 

 １点目でございますが、太平洋クロマグロのＴＡＣ報告の迅速化を図るとともに、報告

事項について現在漁獲量等、これを基本に報告を行っていただいておりますが、これに加

えまして個体の数を加えるということでございます。 

 また、２点目といたしまして、ＴＡＣ報告を行う際に使っている情報、個体別の重量で

すとか陸揚げ日、そういったところの個別の記録保存を漁業者の方にお願いをするという

ところでございます。 

 それから③番の対応でございます。太平洋クロマグロが解体されるまでの各流通段階に

おきまして、買手側が迅速に採捕時の漁船名、個体ごとの重量、陸揚げ日等に関する適正

な情報を確認できるよう、以下について検討してございます。 

 １点目として、個体の譲渡し等をする際に、採捕時の漁船名、個体ごとの重量、陸揚げ

日等の情報の伝達、それから保存を義務付けるというものでございます。この情報の伝達

の手法でございますが、取引伝票に必要な情報を記載すること、あるいはタグ、ＱＲコー
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ド、そういったものを魚体に張り付けて伝達をしていただくと、様々なパターンで活用い

ただけるような方向で検討してございます。 

 具体的には次のページに絵を掲載しておりますが、右側が伝達の方法ということで今、

様々な現場で行われている方法、先ほど申し上げました伝票であるとかタグを付ける、そ

ういったところを各現場で御選択いただけるような制度ということで柔軟な対応ができる

ようなものということで検討を進めているところでございます。 

 また、これらにつきまして違反された場合の罰則の在り方についても併せて検討を行っ

ているというところでございます。 

 私からの御説明は以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたらよろしくお願いいた

します。 

 三浦委員。 

○三浦委員 三浦でございます。 

 これまでも発言してきましたとおり、太平洋クロマグロ漁獲に係る未報告事案につきま

しては、我々ＪＦグループとしましても大変遺憾に思っており、本会会員に対し漁獲報告

の徹底と、法令遵守の周知を徹底するよう呼び掛けているところでございます。 

 クロマグロに限らず、漁獲量の報告は資源管理の前提となる資源評価を実施するに当た

って極めて重要なプロセスであり、全国大多数の漁業者は、その重要性をしっかりと理解

し、真面目に漁協等と連携をしながら漁獲報告を行っているところでございます。 

我々としましては、漁協を通した流通であれば、しっかりと漏れのない漁獲報告がで

きることから、漁協への積極的な水揚げを働きかけているところでございますし、今後の

対応につきましても検討せざるを得ないという状況については理解をしているところでご

ざいますが、制度の運用に当たりましては、現場の漁業者にとって過度な負担とならない

ことや、漁師が漁獲量についてしっかりと規制をしている中、遊漁等におけるクロマグロ

の採捕につきましてもしっかりと漁獲量を把握するとともに、その管理も含めた幅広な検

討を行っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 現状の取組の御説明と、それから御意見ということで、御意見承ったということでよろ

しいでしょうか。 
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 では、ほかにございますでしょうか。 

 東村委員。 

○東村委員 東村でございます。 

 まず、前半の融通等の結果報告についてについて、１点質問がございます。多くの場合、

水産庁の仲介を得て交換、譲渡成り立っているように、というか当初はそういうふうにし

ましょうという話だったと思うんです。当初クロマグロ部会の委員だったんですけど。で

も、別に今回青森県と徳島県ですけれども、両方の合意が得られたならば、そこは交換し

てもいいんですよっていうふうにすると、統制が取れなくなるんじゃないかというか、今

のところ欲しい人ばかりで、譲りたい人が全然いないから成り立っている、水産庁の手の

届かないところで成り立っている交換というのは１件、２件出てくるだけだと思うんです

けど、これがもし、あげたい人もたくさんいるし、もらいたい人もたくさんいるしとなっ

たときにすごく統制が取れない、統御が取れない、何なら裏でお金が回っているという状

況になるんじゃないかということを懸念して、どんなものでしょうかねという感じの話で

すけど、この先なかなかＷＣＰＦＣが漁獲枠を増やしてくれない、でも日本近海ではたく

さん獲れているという状況ですと、今の状況がしばらくは続くかなと思っております。 

 もう一点です。今度は後半の大間のクロマグロの件なんですが、これちょっと福井県の

海区漁業調整委員会で話題になったことがございます。漁業者の人は水揚げをするときに

漁協に揚げますので、それはいいんですけど、遊漁の人はクロマグロを釣りました。その

クロマグロを釣ったという報告をどこにするんでしょうかと釣り団体の人が聞いていて、

それを私自身が、それは漁協なり国なりちゃんとあなたの義務ですからという話をしたん

ですけど、結構知られていなくて、こそっと獲られて、こそっと流通していることが多く

て、地方卸売市場とかだと持っていったら買ってくれるらしくて、そこでは何も記録のな

いままに、大間が悪意を持ってやったっぽい感じがしますけど、悪意なしにやっている人

がいるみたいで、もう少し遊漁の人にちゃんとあなたの責任ですよと、獲っているんだか

らということをする仕組みが必要なんだろうなというふうに、少々ずれておりますが、考

えていたんですけれども、実際遊漁の人はどこへ報告するというのが正しいのか、今度自

信を持って回答しておきたいと思いますので、教えていただければ幸いです。よろしくお

願いします。 

○山川分科会長 まず、融通に関する御意見につきまして、何か水産庁としてコメントご

ざいますでしょうか。 
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 永田室長。 

○資源管理推進室長 要望調査につきましては、なるべくうまく融通できるようにという

ことで回数もかなりやっております。昨年かなり精いっぱいやって７回、今年は今、正に

５回目の要望調査をやっているところなんですけれども、これ以上頻度を上げるのは、な

かなかしんどいところも正直ございます。そういった中で、タイムリーに融通していくと

いう中では、当事者間での協議で成立したというところも融通できるようにしておくとい

うのが必要なのかなと思っています。 

 今の状況においては要望調査以外での融通が非常に多いというわけではないので、おっ

しゃるとおり当分今のスタイルでやっていって大丈夫かなとは思っておりますが、状況が

変わってくるようですと、どうしたらいいのかというのは、水産庁が仲介すると手間が掛

かるということもあるので、必要に応じてどうしていくのかというのは考えていくことに

なると思っていますが、今のところ、両方やっていくというところでいいのかなと思って

おります。 

○東村委員 すみません、すごく具体的な話ですけど、要望調査の結果って、ここに私が

今拝見しているような、都道府県もぱっと見ることができるんです。同じぐらいだったら、

じゃ、ここに話を持っていこうかしらみたいなことはできるんですね。 

○資源管理推進室長 この調査の結果、こういった回答、譲り受けたいとか交換できます

ということは全て都道府県の担当者にフィードバックしていますので、逆に成立しなかっ

た部分についてもどういう状況なのかというのはその中で分かるようになっています。 

○東村委員 ありがとうございます。失礼いたしました。 

○山川分科会長 では、続きまして遊漁の報告先。 

○沿岸・遊漁室長 沿岸・遊漁室長でございます。 

 遊漁について、先ほど三浦委員からもお話がございました。クロマグロ遊漁につきまし

ては、令和３年度から広域漁業調整委員会の指示の中で、今、本年度は上限40トンの中で

遊漁すると。30キロ未満の小型魚については採捕禁止と。大型魚については１人１日１尾

までということでやっております。それで、報告につきましては、水産庁に報告してもら

うということになっておりまして、私どもはいろいろなクロマグロ遊漁の関係者と意見交

換する中で、クロマグロ遊漁する際には、まず水産庁のホームページを見て、そして今の

現状で何トン揚がっているのかという確認の上で釣りをしている。その先には、多くの方

が５日以内に報告していただくことになるんですけども、その辺がそれなりに定着してい
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るというふうに情報を聞いておったものですから、今の委員の御発言を踏まえて、改めて

ここはいま一度、兜の緒を締め直さなきゃいけないなというふうに意識を改めて思ったと

ころでございます。 

 そして、先ほど三浦委員の方からも、ちゃんと報告されているのかどうかという話がご

ざいました。これにつきましては、一つの視点としまして、クロマグロ遊漁をする者とい

うのは、遊漁船を使ってする者と、あるいはプレジャーボートで個人の船でする者がござ

います。遊漁船の者につきましては、遊漁船業者の７割が漁業者の兼業だというふうに言

われておりますので、漁業者の方々、皆さんクロマグロに関する今の状況をよく御存じな

ものですから、遊漁船に乗る遊漁者に対して、ちゃんと国に報告するようにという指導も、

これから遊漁船業者からのアプローチとして必要だと思っております。他方で、もちろん

遊漁者に対して直接的なアプローチも必要だと思っております。また、一番手が届きにく

いプレジャーボートについても、マリーナですとか、あるいはプレジャーボート専門の雑

誌等いろいろなメディアがございますので、いろいろなやり方を通じて多角的に周知とい

うのをやっていく必要があるんだと思っています。 

 そういう中で私どもは、この夏前からずっとクロマグロ遊漁の管理をする中で、やはり

疑義情報というのがございます。あちこちから、先ほど委員がおっしゃった北陸の方から

も実際には疑義情報というのが寄せられてきていて、そういうときには私どもの漁業調整

事務所とか、都道府県と連携をして、実際に立入検査をして摘発まで至った事例もござい

ます。そういうものはまた水産庁のホームページにきちっと掲載をして、悪い人間に対し

てはちゃんとやりますよという、そういう牽制もやりながら、いろいろなツールを使って

クロマグロ遊漁の管理をしっかりやっていきたいと思っております。 

 漁業者の方々には一枚岩になって今、やってもらっている 中ですので、遊漁者に対し

てもきちっとやっていこうと思っています。 

 また、先ほど市場の関係がございましたけれども、市場につきましても、これは令和３

年に沿岸クロマグロ漁業じゃない者からの持ち込みは受け付けないようにという要請文書

も出しておりますので、そういうことも改めて周知をしながら、クロマグロ遊漁の管理に

万全を図っていきたいというふうに、このように思っております。 

 以上でございます。 

○東村委員 ありがとうございました。 

 私も伺ったことを基にちゃんと福井県で発言していきたいと思います。すみません、い
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ろいろ私も勉強不足なことがございました。ありがとうございます。 

○山川分科会長 では、青木委員。 

○青木委員 青木です。 

 クロマグロのタグ付けに関してなんですけれども、今、水揚げ金額もそんなに上がって

いるわけではないので、各市場、そんなにもうかっているところはないとは思うんですけ

れども、そんな中で、タグ付け作業を始めるに当たって、プリンターなり人を増やしたり

なり、一番負担が掛かるところは市場だと思うんです。そういった市場に向けて金銭面な

り、あとどういったシステムを入れたらいいなり、そういったサポートをしっかりしてい

ただければという私の意見です。 

 以上です。 

○山川分科会長 何か御回答ございますでしょうか。 

○水産流通適正化推進室長 御意見ありがとうございます。 

 御指摘いただいたように、市場の方でタグ付けをしていただく場合には、今回かなり御

負担を頂くということになろうかと思っておりますので、よく現状の方を勉強させていた

だいて、必要な支援を検討していきたいというふうに考えております。今後とも御指導い

ただければと思います。 

○山川分科会長 よろしくお願いいたします。 

 では、三浦委員、お手を挙げておられる。 

○三浦委員 もう大丈夫です。遊漁の話をしようかと思いましたが、先に同じ話が出まし

たので、やめておきます。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 佐々木特別委員。 

○佐々木特別委員 ありがとうございます。佐々木でございます。 

 先ほど遊漁の方が市場にマグロを売りに行って、それが市場に流れていると聞いてすご

く戦慄しているんですけれども、そういう魚が市場に流れていて、料理人なり小売の方が

それを見極めるというか、判別できる手段がないということですよね、今のところ。それ

はとても困りますし、みんな正しい経路を通じた漁業者さんの魚を買いたいと思っている

ので、是非そこは判別する手段を作っていただきたい、この方法を通じてでもいいんです

けれども。あとは漁業者さんだけではなくて、流通業者の方がそういうマグロを扱っては

いけない、指導だけではなくて、何らかの罰則を加えるというか、設定するということは
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できないんでしょうか。 

○山川分科会長 そういう御意見がございますけれども、いかがでしょうか。 

○水産流通適正化推進室長 ありがとうございます。 

 遊漁の関係でございます。遊漁は先ほど御説明させていただいたとおり、市場の方に出

荷するということはしないように水産庁としても指導しているところでございますが、先

ほど御説明させていただいたクロマグロの制度、これがもし法案として提出されて可決さ

れるということになれば、各流通段階で、先ほども御説明させていただきましたが、採捕

時の漁船名、個体ごとの重量、陸揚げ日、これらの伝達をクロマグロの取引をしていただ

く際に流通事業者の方も含めてお願いするということになりますので、これらの情報がな

いマグロについては市場で流通することは基本的になくなるかなというふうに考えている

ところでございます。 

 また、これらの伝達義務に違反した場合につきましても、罰則を適用するということも

含めて今、検討を進めているところでございますので、委員の御指摘も含めて対応できる

ようにしっかり検討してまいりたいというふうに考えております。 

○佐々木特別委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 川越特別委員。 

○川越特別委員 川越です。 

 今のそういう市場に持ち込むことが駄目だということで今の回答は頂いたんですけど、

以前の水政審に私は意見させていただいた中で、やはり市場ではなく一般の人がそういう

サイト的なところで魚を買うというようなものが現段階でもあると思うんですけど、そう

いうところに持ち込まれたマグロについてはどうなるんですか。そういうところの調査は

するようなことはあるんですか。それとも今の自由市場経済の中で、そこは許される範疇

なんですか。水産庁としての答弁はどうですか、そこは。市場だったら分かりやすいんで

すけど、そういう通販というか、そういうサイトの中でやっぱり魚を買うという中に持ち

込まれた場合のそういうような調査をやるような意向はあるんですか。そういうところの

指導はあるんですか。 

○水産流通適正化推進室長 この検討している制度の中では、市場に流通させるもの以外

の相対で取引をされる場合についても規制を掛けるということを検討させていただいてお

りまして、そのクロマグロを恒常的に売り買いされている流通事業者さんにつきましては、
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インターネット経由も含めて規制が掛かるということでしっかり検討を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブから御参加の委員の方々もよろしいですか。 

 では、御意見がなければ、続きまして、国の留保からの配分等について、事務局から説

明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長です。 

 資料９－１を御覧ください。国の留保からの配分等についてでございます。 

 先ほどクロマグロに関しましては漁獲可能量及び配分の変更の、事後報告とさせていた

だいている融通等について御報告いたしましたが、ここではクロマグロ以外のＴＡＣ魚種

について御報告させていただきます。 

 今回御報告させていただくものは資料９－１の２ページ、３ページに表があります４件

ございます。 

 順番に申し上げますと、まず、さんまについてでございます。こちらは（２）に該当と

いうのは、留保からの配分につきまして数量明示で配分を受けている関係者間での合意形

成があって、それに基づいて国の留保から追加配分するというものでございます。11月２

日に北海道に対して留保から5,913トン配分しております。これはオホーツク海でさんま

がたくさん獲れている状況があったということに対応したものでございます。 

 ２番目がまあじです。こちらも留保から関係者の合意に基づいて追加配分したというも

のでございまして、島根県、山口県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、それから大中型まき網

漁業に、ここに記載してございます数字のとおり追加の配分をしております。 

 ３番目がまさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群ですが、こちらも国の留保から

関係者の合意に基づいて追加配分という形で、島根県、山口県、長崎県、鹿児島、それか

ら大中型まき網漁業に、記載の数字のとおり追加配分を行っております。 

 ３ページにまいりまして、まいわし太平洋系群です。こちらは１の（４）に該当と書い

てございますが、大中型まき網漁業について、漁獲割当てによる管理を行う区分がござい

ますが、この管理期間が６月16日から10月末までとなっております。この期間が終了した

時点において未消化分を総量管理区分と、それから国の留保へそれぞれ繰り入れるという

形での変更となっております。 

 私からの説明は以上でございます。 
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 くじらについて、お願いします。 

○捕鯨室長 捕鯨室長の坂本です。 

 続きまして、くじらについて説明させていただきます。５ページ目を御覧ください。 

 事後報告で対応させていただけることになっている案件です。 

 にたりくじらにつきまして、国の留保分からの配分について、当事者間で合意形成があ

りましたので、当該合意に基づきまして漁獲可能量の配分の変更をすることを行いました

ので、報告させていただきます。 

 ２に書いてありますとおり、国の留保分37頭につきまして、令和５管理年度において母

船式捕鯨業に配分いたしましたので、報告させていただきます。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ございましたらよろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。 

 ウェブで御参加の委員の方々もよろしいですか。 

 では、特にございませんようですので、続きまして水産資源の保存及び管理に関する事

務等の取扱い及び漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領の一部改正に

ついて、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 御説明いたします。資料は10－１と表に書いてあるつづりでござい

ます。水産資源の保存及び管理に関する事務等の取扱い及び漁獲可能量の当初配分及び配

分量の融通に関する実施要領の一部改正についてでございます。 

 ＴＡＣやＩＱによる管理の運用、それから資源管理協定の認定等、資源管理関係の各種

の事務につきましては、幾つか通知を策定しまして、通知により事務手続を定めて運用を

してきているところでございます。こうした通知のうち、今回は三つ、３本の通知につき

まして現在改正の準備を進めているところですので、その改正の内容について現時点の案

を使って御報告をさせていただくというものです。 

 まず一つ目が、資料10－１でございます。クロマグロの漁獲可能量の当初配分及び配分

量の融通に関する実施要領の一部改正というものです。 

 １枚めくっていただきますと新旧対照表の形になって、赤い字で書いてある部分が改正

する部分でございます。何か所か改正がございますが、いずれも本日の諮問第431号で御

説明しました小型魚から大型魚への振替の特例措置に関連する手続を追加するというもの
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でございます。振替係数を掛けられる上限が30％ということと、それぞれ管理区分の中で

の係数、それからその係数を上回る分は留保に繰り入れるといったことについての規定と、

それの要望調査及び回答の様式を定めるというような内容のものになっております。 

 二つ目が資料の23ページ、資料10－２と書いてあるものでして、こちらは大臣管理区分

における水産資源の保存及び管理に関する事務等の取扱いの一部改正についてというもの

でございます。この水産資源の保存及び管理に関する事務の取扱いについては、大臣管理

区分と知事管理区分それぞれ分けて手続の通知を定めておりますが、まず大臣管理区分の

方でございます。次のページ以降、新旧対照表でこれも同様に赤い字の部分が改正箇所で

すが、今回の改正は主な点として３点ございます。 

 一つ目は24ページの上の段でございますが、第１の漁獲割当てによる漁獲量の管理の運

用のうち、２、年次漁獲割当量の設定というところでございます。漁獲割当てによる管理

を行う区分におきましては、毎年その年の年次漁獲割当量を設定するわけですけれども、

当初設定した後に前の管理年度からの繰越しですとか、総量管理区分からの繰入れという

ことで、この管理区分へのＴＡＣの配分が増加するという場合がございますが、この増加

分をそれぞれの船の年次割当量に追加するという場合の手続の規定ですとか、それに関連

する通知の様式を追加するというものでございます。 

 ２点目も同じページの７というところです。７、年次漁獲割当量の控除というところで

ございます。ＩＱの超過があった場合の処分につきまして、本日も御説明したところでご

ざいますが、そのうちの年次漁獲割当量の控除についての処分をしようとする場合の手続

について定めている部分でございますが、この規定の中に行政手続法の規定による聴聞の

手続を盛り込んで、その関係の様式も定めるという内容になっております。 

 ３点目が、同じページの下の段にいっていただきまして、同じく第１の11というところ

です。住所、氏名又は名称の変更の届出というところでございます。これは漁獲割当割合

又は年次漁獲割当量の設定を受けた方が、氏名また名称、住所に変更があった場合には、

農林水産大臣へ届け出ることという規定になっておりますが、これらのほかに漁業の許可

の番号、それから漁船登録番号、船舶の名称、こういったものに変更があった場合に、こ

れまで手続の規定がなかったものですから、そういった場合への対応として規定を追加し

て届出の様式も定めるというものでございます。これらのほか、制度運用の中で必要にな

った規定の整理ですとか、様式の修正というところも今回併せて行おうと考えております。 

 同様の規定について、知事管理区分のものが資料の61ページから資料10－３として付け
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てございます。こちらについても改正がございまして、こちらの主な改正点は１点でござ

います。この通知においては、都道府県資源管理方針の例を示しているんですけれども、

前回の資源管理分科会で御審議、御承認いただいた新規ＴＡＣ魚種のステップアップの管

理に関連して、この都道府県の資源管理方針の例の中にステップアップ管理の対象資源の

別紙の例を追加するというものでございます。この通知につきましても規定の整理ですと

か様式の修正とか必要なものにつきましては、併せて改正を行う予定としております。 

 今、御説明しました三つの通知につきましては、改正は令和６年１月１日付けで施行し

たいというふうに考えておりまして、それに向けて現在年内にこの改正の通知を発出でき

るように準備を進めているというところでございます。 

 以上、御報告でした。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 東村委員。 

○東村委員 すみません、先ほど聞き漏らして、今も聞き漏らしていたら大変申し訳ない

のですが、クロマグロの個別割当てに係るパーセンテージで示される方、実際の何トンで

はなくて、それを違反行為をした場合に、没収するでもなく、行政処分的に効力をなくす

というふうにおっしゃったんですけど、それが今は２年ぐらいで見直しをしながらうまく

いくのはどれぐらいかというのを多分やっていらっしゃるという話と、 終的には５年ぐ

らいで回していくというお話もなさっていて、今、それ取り上げられるとなると、それは

何年間になるんでしょうか。今のを合わせた２年間なのか、将来的に考えていらっしゃる

５年間なのか、すみません、聞いていて混乱してきまして、よろしくお願いいたします。

私が勝手に混乱しているだけです、すみません。 

○山川分科会長 永田室長、よろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 御説明いたします。 

 漁獲割合割合の削減ですね。行政処分として削減ということで一部を減らすということ

になるわけですけれども、東村委員がおっしゃったとおり、漁獲割当割合の有効期間とい

うのは、漁業法では５年間が基本となっているけれども、まだ今、運用を始めたばかりと

いうこともあって、有効期間１年あるいは２年という短い期間で設定して、それを見直す

ということができるような形でやってきております。この割当割合の削減の処分につきま

しては、割当割合の削減としましては当然割当割合の有効期間までしかできないものです
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ので、１年とかそういうふうになるわけですけれども、削減の効果というのは基本的な有

効期間の考え方である５年間にわたって、実質的には５年にわたってペナルティとしては

科せられる。有効期間が終了して次の割当割合の期間に入る場合には、削減ということで

はなくて、設定に当たって、その分少なくした割合を設定することができるということで、

実質的に５年間、ペナルティの措置は掛かるという形になっています。 

○東村委員 今の点、ありがとうございました。更に細かいことを伺いますけど、余って

きますよね、その分、10トンとか。それはどこへ行くのでしょうか。ほかの人に平たく満

遍なく動くのか、国が10トン持って５年間過ごすのかという。いずれその人、戻されるこ

とが一応前提かと思って伺っていますので、皆さん疲れているのに１人で長々引き延ばし

て申し訳ございませんが、これで 後にしますのでよろしくお願いします。 

○資源管理推進室長 現在の考え方としては、削減した部分をほかの方にまた再分配する

とか、そういうことは考えていなくて、結果として全体割り当てられた割当割合を足して

も100％にはならない状況でやっていくというふうに考えています。 

○東村委員 どうもありがとうございました。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブから御参加の委員の方々もよろしいでしょうか。 

 特にございませんようですので、報告事項はこれで終了ということにいたします。 

 では、続きまして、その他に移りたいと思います。 

 ウェブから前田特別委員が御発言があるということですので、よろしくお願いいたしま

す。 

○前田特別委員 前田でございます。 

 前回、発言するべきことだったんですけど、会議が長引き過ぎて発言できなかったんで

すけども、太平洋系群のまいわしが増えているようでございますけども、養殖業界では餌

の方がまいわしとか全然回ってこないような状況です。いわしが獲れても、獲れてミール

になっても円安なので輸出されてしまい、養殖業者は餌の確保に困っているような状況な

んです。それで、国は養殖業の成長産業化を進めていますけども、まず国の方もいわしを

養殖業者に手当てしてくれるような、そういったことも必要になってきているかと思いま

す。どうか太平洋系群のいわしも増えていることですし、いわしの養殖の餌用のいわしの

ＴＡＣ、そういったものも考えてもらいたいなと思いますので、どうかよろしくお願いし

ます。 
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○山川分科会長 これにつきましては、水産庁どなたに。 

 永田室長。 

○資源管理推進室長 御意見ありがとうございます。 

 太平洋系群のまいわしにつきましては、 新の資源評価の結果等を踏まえて、前回の資

源管理分科会でいわゆるβを１を超える状態を継続するということに、資源の有効利用と

いうことも考えまして、シナリオの見直し、ＴＡＣの設定をしたところでございます。も

ちろん資源の有効活用というところは重要ですし、養殖の餌用に使われているということ

もございますので、そういったところも踏まえてＴＡＣの設定というのは今後もしていく

必要があるとは思っていますが、一方で、仕向先を限定したＴＡＣの設定なり漁獲を進め

ていくというところまでできるかというと、なかなか今、そこまでは難しいかなと思って

います。ＴＡＣを有効に利用していただく中で、そういった養殖用の餌用の仕向けも含め

て増えていくようにできるのではないかなと考えておるというところでございます。 

○山川分科会長 前田委員、いかがでしょうか。 

○前田特別委員 少しでも回していただければ有り難いと思いますので、どうかよろしく

お願いします。 

○山川分科会長 御意見があったということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかに、その他ございますでしょうか。 

 塚本委員。 

○塚本特別委員 全日本釣り協議会の塚本です。 

 先ほどクロマグロの遊漁者の販売について話があったんですけれど、先ほど調べられな

くて、今調べたら、水産庁さんのホームページでクロマグロの遊漁の部屋というところが

ありまして、そこで見ますと読みますけど、遊漁者が採捕したクロマグロを営利を目的に

販売若しくは利益を得ることは沿岸クロマグロ業を営むことになり、広域漁業調整委員会

の指示に違反することになるということで、一応罰金がちゃんと記されている。自分らも

釣り仲間の間では、とにかく個人間であげるのはいいけど、販売したりしちゃいけないと

いう認識で今、釣りをしていますので、中にはもちろんそういう販売しちゃったりとかい

う人もいるとは思うんですけれど、一応特にここ数年、クロマグロに関してはすごい厳し

いという認識で釣り人もやっていますので、多分その辺で販売というのはよっぽどない限

りは多分ないとは思うんですけれど、一応先ほど販売したりすると法に触れるんだよとい

う罰則もちゃんとあるということで、それを認識した上で釣りをしているということで一
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応報告ということで。もし水産庁さんのちゃんとクロマグロ遊漁の部屋とか、若しくはそ

ういうところがありますので、確認していただければと思います。 

○山川分科会長 どうも御説明ありがとうございました。 

 では、そういうことですのでよろしくお願いいたします。 

 ほかにございますでしょうか。 

 川越委員。 

○川越特別委員 川越です。 

 今、日本海で11月６日からズワイガニの解禁が始まって、まだ期中ではありますが、少

しこういう現場としては懸案事項がありますので、一つ水産庁にお伺いしたいと思います。 

 Ａ海区、Ｂ海区もＡ海区の資源管理に見習ってというか、しながら皆さん、資源管理に

努めておって、本年度、またこれから２年、３年と資源回復が見込まれてきているという

状況であり、また漁獲枠も今年増枠されて非常にこれから先のズワイガニ漁の資源に対し

ての未来が少し明るいものが出てきたかなと思って、この漁期に入りました。 

 確かに資源は増えております。しかしながら、11月からしけが続いてなかなか出漁がう

まい具合にできないと。中型船というか、大型船はそこそこしけでもやれるんだけど、や

はり小型船が本当に出漁の機会が見えないというようなところで、今の現在の漁獲量につ

いてはやはり少し低迷をしていると。沖に出られなくて漁獲が少ないというところについ

ては、これは仕方ない話なんですけど、今年の少ない漁獲状況の中で、特に雌ガニの価格

が物すごく下がってしまっていると。なかなか水揚げが上がらないのに単価が上がってこ

ないと。本当にコロナ禍の状況の半値以下の状況が続いていると。特にカニは12月に入れ

ば値段がどっと上がってくるというのが今までの慣例であったが、上がってこないと。そ

ういう中で、買受の方、流通の方に何でなのという話を聞く中に、皆さん口をそろえて言

うのは、やはり北海道のオオズワイガニの親ガニ、雌ガニ、未成熟のあかこ、こういうも

のがやはり流通はしているもので、なかなか去年ぐらいの出荷状況にならないというよう

なことで困っているというようなことで、流通の方が頭を抱えているような状態です。 

 そういう中で、我々も漁期に入るまで、今年の夏ぐらいから北海道側の刺し網かごに、

いわゆる本来ならそれを目的と、漁獲に目的のないもののカニが掛かって困っておると。

それを駆除しているというようなことで、本来の目的の漁獲でないものが掛かって、網を

傷める、かごを傷める、そういうカニがあって困っていると。確かに大変なことだなと思

っていたんですけど、そういうものが夏からどんどん我々、関西の方でも地元の方でも出
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回ってきているというようなことで、こういう状態がいつまで続くかなと思って少し静観

はしていたんですけど、依然としてなかなかこの状態が止まらないような状態で、そうい

うことがいわゆる今のズワイガニの解禁になって、特に親ガニの雌ガニの価格に反映して

暴落しているということで、そういうことです。 

 今年１年のそういう単発的な、こういう環境の変化での出現においてのこういうカニで

あるというような思いがあったんですけど、これから先、将来的にもやはり今の海は環境

が変化していて、どこでも今まで獲れていない魚が獲れるような状況。だから、カニにし

ても今まで獲れていないところからそういうカニが獲れるというような状況がある中で、

何も違反行為ではないと思うんです。いろいろ調べたら、別に省令違反でもないし、掛か

ったカニを別に獲れるわけだから、そこは違反ではないんですけど、やはり特に日本海の

今のズワイガニの解禁は雌ガニは11月、12月で二月で終了してしまうんです。そういう中

で、短い期間で資源管理をして、やっと資源回復して、待ちに待って、さあ、解禁を迎え

て頑張って水揚げを上げようかなというときに、全然そこは値段が取れないというような

状況が続いているんですが、それで聞くと、なかなかいろんなことがあるんですわね。北

海道の方からこっちの本州の業者が買った。そこの買ったところの県の名前で、また関東、

中部、関西、そういうところの方から買ったところの県の名前でオオズワイで出ていると

か、そういう意図しての産地偽装ではないと思うんですけど、そういうようなことで販売

されているという事例も見当たります。 

 そういうところをやはり本当に我々は資源管理で資源回復をして中にこういう結果にな

ってしまった。これは今年１年で済めばいいんですけど、これから先、将来的なこともあ

りますので、水産庁としてやはりそういう流通の面でも少し厳しい目を見て、意図的に産

地偽装しているものなのか、そこはよく分かりませんけど、やはり我々の今のたった二月

の親ガニ、雌ガニの販売に物すごく影響が来ているということは皆さん口をそろえて流通

の業者さんが言われていますので、水産庁として注視していただきたいし、これからまた

来年でもこういうことになるならば、やはりそこについての本当にＴＡＣの割当もない、

獲ったものは、獲れたものは駆除という名目でどんどん流通しているというようなことは、

やはり何らかの規制を掛けてくれぬことには、さっぱりと我々がやっている資源管理が意

味がないということですので、ひとつここでの答えは出てこないか分からんけど、水産庁

としての見解を伺いたいと。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 現状に関する厳しいという、そういった情報、それから御意見いただき
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ましたけれども、何か御説明ございますでしょうか。御意見承ったということで。 

○資源管理推進室長 今のオオズワイの話、以前にも川越さんから電話でお話しいただい

て、流通は資源管理推進室の仕事ではないのかもしれないですけども、気になったので個

人的に何人か知っていそうな人に当たってみたりとか、自分もネットとか近所のお店とか

見ました。確かに夏はオオズワイ、すごい安く私の目にも見えるところにもあったんです

けど、今、近所の小売に行くと、山陰から来ている親ガニを売っているんですけど、割と

大きめの良い値段のものがあって、小さいものはないという状況にあって、豊洲の方の流

通の関係者に聞くと、今、オオズワイ、多いねというぐらい見掛けるようなものではなく

て、今は豊洲にそれほど目立って入ってきている状況ではないということも聞いています。 

 一方で、夏に買い付けたものを冷凍して持っておいて、それを加工して、カニの時期に

ズワイガニの雌よりも安いですよと言って、ネット通販なんかで見掛けるものはまだまだ

あるなというのが今の状況なのかなと思います。また、関西の方に行くとちょっと今の状

況も違うのかもしれないですけども、今、そんな状況になっているなというのは私自身も

いろいろ調べてみて感じたところです。 

 おっしゃるとおり、オオズワイ、北海道の漁業者さんにとってみれば、狙っているもの

ではなくて、むしろ邪魔で困っているもの、それを当初、駆除というか何とかしたいとい

う中で、ある程度売り方も工夫したり、売り先を見付けて困ったことをうまくプラスに変

えていく努力をされているというところは、それはそれで取組としては頑張っていらっし

ゃるなというのはあるんだけれども、一方で、ずっとズワイガニの資源管理やってきた方

からすると、ズワイガニでは獲っていないような未成熟の雌も獲っていたり、更にズワイ

より安く出回っているということで、困った状況にそれがつながってきているというのも

事実だとは思っています。 

 この状況が今年だけなのか今後続くのかということは、なかなか分からないですし、北

海道においてもまだ今後もこの資源を使っていこうということではなくて、今、目の前に

いるものを何とか有効利用しようという取組だとは思っているので、今後注視していく必

要はあるなとは思っています。仮に資源として活用していくのであれば、ほかのカニでも

やっているような資源管理の取組ですとか、そういったことも必要になってくると思いま

す。いろいろ環境が変わっていく中でこれが続くのかどうなのか、今、何とも言えないで

すけれども、そういったこれをきっかけにいろいろなところで影響が出ているということ

については、頭に置いて、今後の動きを見ていきたいなと思っております。 
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○川越特別委員 よろしくお願いします。 

○山川分科会長 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブから御参加の方々もよろしいでしょうか。 

 では、特になければ、次回会合の日程について、事務局から御案内をよろしくお願いい

たします。 

○管理調整課長 次回の資源管理分科会については、２月上旬頃の開催を予定しておりま

すけれども、それまでに何か緊急の必要のために開催することがあれば、また別途御連絡

をさせていただきます。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 以上で、本日予定しておりました議事についてはこれで全て終了いたしました。 

 これをもちまして本日の資源管理分科会を終わらせていただきます。長時間にわたり審

議してくださいまして大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

 


